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�愛媛県規則第６５号
愛媛県予算の編成及び執行に関する規則等の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県予算の編成及び執行に関する規則等の一部を改

正する規則

（愛媛県予算の編成及び執行に関する規則及び愛媛県公有

財産及び債権に関する事務取扱規則の一部改正）

第１条 次に掲げる規則の規定中「地方労働委員会事務局長

」を「労働委員会事務局長」に改める。

� 愛媛県予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年愛

媛県規則第４８号）第２条第１号

� 愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則（昭和

３９年愛媛県規則第４９号）第２条

（愛媛県会計規則及び愛媛県職員の職の設置規則の一部改

正）

第２条 次に掲げる規則の規定中「地方労働委員会事務局」

を「労働委員会事務局」に改める。

� 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第４条

第７号及び第７条第１項第５号の表出納員の欄

� 愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４

号）第１条及び第２条

附 則

この規則は、平成１７年１月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第６６号
愛媛県執務時間規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県執務時間規則の一部を改正する規則

愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）の一部

を次のように改正する。

別表中「愛媛県健康増進センター」を
「愛媛県健康増進セ

経済労働部管理局

ンター
に改める。

労政雇用課雇用対策室」

附 則

この規則は、平成１７年１月４日から施行する。

�������
�愛媛県規則第６７号
松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治市、

大洲市、伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和郡鬼北町の

設置に伴う関係規則の整備に関する規則を次のように定める

。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治

市、大洲市、伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和

郡鬼北町の設置に伴う関係規則の整備に関する規則

（農業倉庫業法施行細則の一部改正）

第１条 農業倉庫業法施行細則（大正１４年愛媛県県令第４２号

）の一部を次のように改正する。

様式中「様式」を「別記様式（第１８条関係）」に、「お

よび」を「及び」に改め、「村」を削る。

（墓地埋葬等に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 墓地埋葬等に関する法律施行細則（昭和２４年愛媛県

規則第３号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

墓地、埋葬等に関する法律施行細則

第１条中「墓地埋葬等に関する法律（以下法」を「墓地

、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下「法」

」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号中「

いちじるしく」を「著しく」に、「市町村等公共団体」を

「市町等公共団体」に、「願いでるとき」を「願い出ると

き。」に改め、同条第２号中「市町村等公共団体」を「市

町等公共団体」に、「且つ」を「かつ、」に、「願いでる

とき」を「願い出るとき。」に改める。

第２条第２項第４号中「市町村経営」を「市町経営」に

、「市町村議会」を「市町議会」に改める。

（愛媛県有林産物売払規則の一部改正）

第３条 愛媛県有林産物売払規則（昭和２４年愛媛県規則第８９

号）の一部を次のように改正する。

第４条第３号中「地元町村民」を「地元住民」に、「、

しいたけ、」を「しいたけ」に、「売払う」を「売り払う

」に改める。

第５条中「払下」を「払下げ」に、「様式第１号」を「

、様式第１号」に、「市町村其他」を「市町その他」に、

「別に」を「、別に」に改める。

（火薬類取締法施行細則等の一部改正）

第４条 次に掲げる規則の規定中「市町村」を「市町」に改

める。

� 火薬類取締法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７１号）

第１条第２項

� 愛媛県水道条例施行規則（昭和３８年愛媛県規則第４１号

○ 愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則………１３０９

○ 愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則……１３０９

教育委員会告示

○ 教育事務所の名称、位置及び所管区域の一部改正………………１３１３

○ 義務教育諸学校教科用図書採択地区の設定の一部改正…………１３１３

教育委員会訓令

○ 愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程の一部を改正す

る訓令…………………………………………………………………１３１３

人事委員会規則

○ 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則……………１３１３

選挙管理委員会告示

○ 松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治市の設

置に伴う関係規程の整備に関する規程……………………………１３１４

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程…………１３１６

規 則
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）第１２条の見出し

� 愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号

）第１８条の見出し及び同条第２項

� 愛媛県漁港管理条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第

８８号）第１２条及び第１３条第２項

� 愛媛県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則（昭

和４５年愛媛県規則第２８号）第４条第２号

� 愛媛県開発登録簿閲覧規則（昭和４６年愛媛県規則第４５

号）第２条

� 愛媛県建築計画概要書閲覧規則（昭和４７年愛媛県規則

第６１号）第２条

� 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例

施行規則（昭和４９年愛媛県規則第１１号）第８条の見出し

� 化製場等に関する法律施行細則（昭和５９年愛媛県規則

第５４号）第１６条の見出し

� 愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（昭和６０

年愛媛県規則第５０号）様式第１号（表）、様式第２号（

表）及び様式第３号（表）

	 農業委員会交付金交付基準規則（昭和６１年愛媛県規則

第１号）本則


 人にやさしいまちづくり条例施行規則（平成８年愛媛

県規則第３８号）第１０条

� 愛媛県法定外公共用財産使用条例施行規則（平成１２年

愛媛県規則第２２号）第７条の見出し

� 愛媛県漁業者等ホルマリン使用禁止等条例施行規則（

平成１５年愛媛県規則第３５号）第３条第３号

（建築基準法施行細則の一部改正）

第５条 建築基準法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７８号）

の一部を次のように改正する。

第１５条第１号中「関係市町村」を「関係市町」に改める

。

様式第１号、様式第２号の３及び様式第５号中「村」を

削る。

（狂犬病予防法施行細則の一部改正）

第６条 狂犬病予防法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第８４号

）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「市町村別実施予定日」を「市町別実施

予定日」に改める。

（愛媛県消防功労者表彰規則の一部改正）

第７条 愛媛県消防功労者表彰規則（昭和２６年愛媛県規則第

５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「市町村」を「市町」に、「傷痍」を「傷い」

に、「罹り」を「かかり」に改める。

第４条中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第４号中「市町村名」を「市町名」に、「および」

を「及び」に改める。

（愛媛県漁船法施行細則等の一部改正）

第８条 次に掲げる規則の規定中「村」を削る。

 愛媛県漁船法施行細則（昭和２６年愛媛県規則第２２号）

様式第２号及び様式第４号

� 愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規

則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）第１号様式の２（表）

� 愛媛県道路占用規則（昭和３０年愛媛県規則第１１号）様

式第１号から様式第５号まで

� 愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則

第９３号）様式第１号、様式第２号（表）、様式第３号（

表）及び様式第４号から様式第５号まで

� 愛媛県砂防指定地管理条例施行規則（昭和４１年愛媛県

規則第３８号）様式第１号から様式第７号まで、様式第９

号及び様式第１０号

� 愛媛県急傾斜地崩壊危険区域管理規則（昭和４４年愛媛

県規則第５０号）様式第１号から様式第１０号まで

� 林業種苗法施行細則（昭和４６年愛媛県規則第５２号）様

式第１号及び様式第２号

� 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規

則第４６号）様式第２号から様式第６号まで、様式第９号

及び様式第１０号

� 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例

施行規則（昭和５２年愛媛県規則第５２号）様式第１号（そ

の１）（表）及び同様式（その２）

� 愛媛県自然海浜保全条例施行規則（昭和５５年愛媛県規

則第５号）別記様式

（森林病害虫等防除法施行細則の一部改正）

第９条 森林病害虫等防除法施行細則（昭和２７年愛媛県規則

第４７号）の一部を次のように改正する。

第１条第２項及び第３条中「市町村長」を「市町長」に

改める。

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第３条関

係）森林病害虫等発生報告書」に、「愛媛県知事殿」を「

「市

愛媛県知事 殿」に、 町 長 � を

村 」

「市町長 �」に、「被害ヶ所」を「被害箇所」
に、「林令」を「林齢」に、「樹令」を「樹齢」に、「お

よび」を「及び」に改める。

（家畜伝染病予防法施行細則の一部改正）

第１０条 家畜伝染病予防法施行細則（昭和２８年愛媛県規則第

３８号）の一部を次のように改正する。

第５条、第６条第４項、第７条及び第８条中「市町村長

」を「市町長」に改める。

第１１条中「同第２３条又は同」を「第２３条又は」に、「か

ゝる」を「係る」に、「市町村長」を「市町長」に改める

。

（愛媛県港湾管理条例施行規則の一部改正）

第１１条 愛媛県港湾管理条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則

第１５号）の一部を次のように改正する。

第１３条の見出し及び第１４条第１項中「市町村」を「市町

」に改める。

様式第８号中「市町村長」を「市町長」に改める。

（市町村長等の事務引継規則の一部改正）

第１２条 市町村長等の事務引継規則（昭和２９年愛媛県規則第

２９号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

市町長等の事務引継規則

第１条、第３条第１号及び第２号並びに第４条第１号及

び第２号中「市町村長」を「市町長」に改める。
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別記様式中「何郡（市）何町（村）職事務引継書」を「

職事務引継書」に改め、同様式１中「何郡（市

）何町（村）職、氏名」を「 市（ 郡 町）職

氏名 」に、「または」を「又は」に、「何市役所（

町村役場」を「 市役所（町役場」に、「行なう」を「

行う」に改め、同様式２中「前任者氏名（前任者氏名」を

「前任者氏名 （前任者氏名 」に、「職氏名）は」

を「職 氏名 ）は、」に、「後任者職氏名」を「、

後任者職 氏名 」に、「できないため職氏名」を「

できないため職 氏名 」に改め、同様式３中「職、

氏名は」を「職 氏名 は、」に改め、同様式別冊１

中「および」を「及び」に、「何々簿」を「 簿」に、

「何冊」を「 冊」に、「何々編冊」を「 編冊」に、

「何々書類」を「 書類」に、「何通」を「 通」に、

「何々書籍」を「 書籍」に、「何々図」を「 図」

に、「何枚」を「 枚」に改め、同様式別冊２中「町村役

場」を「町役場」に改め、「何市（町村）大字何々」を削

り、 何 �「 」を �「 」に、「（何�」を「（ �」
に、

同
同

「
を

」

年 月 日増（改）築（ �）
年 月 日増（改）築（ �）

「
に、

何 �
何 �

「
を
「

」 」

�
� に、「何某から」を「 から」に、「何 ａ」
」

を「 ａ」に、「何月日議会」を「 月 日議会」に、

「大字何部落有財産から町（村）有財産」を「 から市

（町）有財産」に、「何分利国債」を「 国債」に、「

何 円」を「 円」に、「何 枚」を「 枚」に、「

何々貯金」を「 貯金」に、「何千何百円」を「 円

」に、「積立」を「積立て」に、「何 脚」を「 脚」

に、「何 冊」を「 冊」に、「何 個」を「 個」

に、
何 々 同「 」を「 」に改め、同様式別冊

３�中「および」を「及び」に改め、同様式別冊３�アか
らウまでを削り、同様式別冊３�中「または」を「又は」
に、「および」を「及び」に改め、同様式別冊４中「収入

役」を「、収入役」に改め、同様式別冊４�中「市（町村
）予算」を「市（町）予算」に改める。

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第１３条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県

規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第１１号様式中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に、「市町村長」を「市町長」に改め、「地方税法

」の下に「（昭和２５年法律第２２６号）」を加える。

第１２号様式中「市町村長」を「市町長」に改める。

第１３号様式中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に、「市町村長 氏 名�」を「市町長
�」に改める。

第１４号様式中「市町村長」を「市町長」に改める。

（愛媛県みつばち転飼条例施行規則の一部改正）

第１４条 愛媛県みつばち転飼条例施行規則（昭和３１年愛媛県

規則第１９号）の一部を次のように改正する。

様式第２号（表面）中「町村」を「町」に改める。

様式第３号中「村」を削る。

（愛媛県道路愛護奨励規則の一部改正）

第１５条 愛媛県道路愛護奨励規則（昭和３１年愛媛県規則第２０

号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第１号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に改め、同様式注１中「市町村長」を「市町長」に

改め、同様式注２中「または」を「又は」に改める。

様式第３号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に、「および」を「及び」に改め、同様式注中「市

町村長」を「市町長」に改める。

様式第４号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に改め、同様式注１中「とくに」を「特に」に改め

、同様式注２中「市町村長」を「市町長」に改める。

（愛媛県海岸法施行細則の一部改正）

第１６条 愛媛県海岸法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第４３号

）の一部を次のように改正する。

第１０条第２項中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第１号から様式第６号までの規定中「村」を削る。

（愛媛県身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第１７条 愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県

規則第２４号）の一部を次のように改正する。

第７条第３項中「町村長」を「町長」に改める。

様式第４中「町 村 長」を「町 長」に改める。

様式第５中「町村長」を「町長」に、「市町村」を「市

町」に、「町村）」を「町）」に改める。

様式第１４中「町 村 名」を「町 名」に改める。

様式第１５（その１）中「町村役場」を「町役場」に改め

、同様式（その２）及び（その３）中「町村」を「町」に

改める。

（愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部改正）

第１８条 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県

規則第２９号）の一部を次のように改正する。

第１５条（見出しを含む。）中「市町村」を「市町」に改

める。

様式第１号中「郡 村」を「郡 」に改め、同様

式注４中「市町村」を「市町」に改める。

様式第２号注３、様式第３号注３、様式第３号の２注３

、様式第４号注３、様式第５号注５及び様式第６号注４中

「市町村」を「市町」に改める。

様式第７号から様式第１１号までの規定中「村」を削る。

（危険物の規制に関する規則の一部改正）

第１９条 危険物の規制に関する規則（昭和３４年愛媛県規則第

５９号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第１１条第２項」を「第１１条第１項」に改める

。

第３条中「危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所（以下「

製造所等」を「法第１１条第１項第４号に掲げる移送取扱所

（以下「移送取扱所」に改め、同条各号中「製造所等」を

「移送取扱所」に改める。

様式第１号中「様式第１号」を「様式第１号（第１条関

「 製造所
設置

「
設
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係）」に、 危険物貯蔵所
変更

許可証 を 移送取扱所
変

取扱所 」

置
「 製造所

更
許可証 に、「付」を「付け」に、 危険物貯蔵所の

」 取扱所 」

を「移送取扱所の」に、「第１１条第２項」を「（昭和２３年

法律第１８６号）第１１条第１項」に改める。

「 製造所
休止

様式第３号中 危険物貯蔵所の３箇月以上の使用
再開

届

取扱所

「
休止

出書 を 移送取扱所の３箇月以上の使用
再開

届出書 に

」 」

、

「 製造所等の設置場所

製 造 所 等 の 別 製造所又は取

扱所の区分 」

を

「 設 置 場 所 」

に、「製造所等の完成検査番号」を「移送取扱所の完成検

査番号」に改め、「貯蔵し、又は」を削る。

「 製造所 住所 「

様式第４号中 危険物貯蔵所の
氏名

の変更届出書 を
地名

取扱所 番地 」

住所

移送取扱所の
氏名

の変更届出書 に、「製造所等」を「移
地名

番地 」

送取扱所」に改める。

「 製造所

様式第５号中 危険物貯蔵所災害発生届出書 を「移送

取扱所 」

取扱所災害発生届出書」に、
「 製造所

等

設置場所
を
「 設

」

置 場 所
に改め、「貯蔵し、又は」を削る。

」

（災害救助法施行細則の一部改正）

第２０条 災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）

の一部を次のように改正する。

第１条第１項中「、市町村」を「、市町」に、「市町村

長」を「市町長」に改める。

第２条中「市町村長」を「市町長」に改める。

別表１ ６の項イ及び同表７の項ウ中「市町村」を「市

町」に改める。

様式第１号中「様式第１号」を「様式第１号（第１条関

係）」に、「市町村名」を「市町名」に、「および」を「

及び」に改め、同様式（注）中「付属建築物」を「附属建

築物」に、「付属物」を「附属物」に改める。

（行旅病人及び行旅死亡人取扱規則の一部改正）

第２１条 行旅病人及び行旅死亡人取扱規則（昭和３５年愛媛県

規則第１８号）の一部を次のように改正する。

第１条中「市町村」を「市町」に改める。

様式中「様式」を「別記様式（第１条関係）」に、

「愛媛県知事 殿
を

市 町 村 長 �」
「愛媛県知事 殿

に
市町長 �」

改め、同様式注中「写」を「写し」に、「２部」を「、２

部」に改め、同様式別紙中「何々」を削り、「市 町 村

長 �」を「市町長 �」に改め、同様式注を次
のように改める。

注１ 「備考」欄には、次の事項を記入すること。

� 救護をした始終年月日

� 新聞広告の年月日及びその新聞紙名

２ 新聞広告の切り抜きを添付のこと。

３ 計算書は、２部提出のこと。

（愛媛県動力消防ポンプ性能試験規則の一部改正）

第２２条 愛媛県動力消防ポンプ性能試験規則（昭和３５年愛媛

県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「基き、市町村」を「基づき、市町」に、「行

なう」を「行う」に改める。

第２条第２項中「市町村動力消防ポンプ試験実施計画」

を「市町動力消防ポンプ試験実施計画」に改め、同条第３

項中「、市町村」を「、市町」に、「市町村長」を「市町

長」に改める。

第３条第１項中「市町村」を「市町」に改め、同条第２

項中「市町村長」を「市町長」に、「すみやかに」を「速

やかに」に改め、同条第３項中「市町村長」を「市町長」

に改める。

第４条、第５条第１項及び第７条第１項中「市町村長」

を「市町長」に改める。

別記第２号様式中「村」を削り、「本表」を「、本表」

に改める。

別記第３号様式中「市町村名」を「市町名」に改める。

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第２３条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）

の一部を次のように改正する。

第１条第２項第７号、第９号及び第１１号中「市町村長」

を「市町長」に改め、同項第１２号から第１４号までの規定中

「町村」を「町」に改める。

第４３条第１項中「市町村長」を「市町長」に、「、町村

」を「、町」に改める。

第４４条第１項中「市町村長」を「市町長」に、「、町村

」を「、町」に改める。

第４７条第１項中「市町村」を「市町」に改める。

様式第３号（裏面）注意事項１�及び�中「市町村長」
を「市町長」に改め、同様式（裏面）注意事項１�中「市
町村長等」を「市町長等」に、「市町村長の」を「市町長

の」に改め、同様式（裏面）注意事項１�中「市町村長」
を「市町長」に改める。

様式第３０号の３及び様式第３０号の４中「市町村整理番号

」を「市町整理番号」に改める。

様式第３０号の８中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第３１号注４�及び様式第３１号の２注２中「市町村」
を「市町」に改める。
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様式第３２号の２中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第４０号注１中「市町村」を「市町」に改める。

（愛媛県知的障害者福祉法施行細則の一部改正）

第２４条 愛媛県知的障害者福祉法施行細則（昭和３７年愛媛県

規則第１０号）の一部を次のように改正する。

様式第３号中「町村長」を「町長」に改める。

（愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部改正）

第２５条 愛媛県農林漁業組合等検査規則（昭和３８年愛媛県規

則第５７号）の一部を次のように改正する。

第２条中「市町村」を「市町」に改める。

第８条ただし書中「市町村長」を「市町長」に改める。

第９条第１項中「あたつては」を「当たつては」に、「

市町村長」を「市町長」に、「行なわなければ」を「行わ

なければ」に改める。

第１０条中「市町村長」を「市町長」に、「行なつては」

を「行つては」に改める。

第１１条中「市町村が行なう」を「市町が行う」に改める

。

（愛媛県消防学校規則及び精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行細則の一部改正）

第２６条 次に掲げる規則の規定中「市町村長」を「市町長」

に改める。

� 愛媛県消防学校規則（昭和３８年愛媛県規則第６５号）第

７条第１項、第８条、第１４条及び様式第１号

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（

昭和４１年愛媛県規則第３２号）第１２条第３項、第１４条第３

項、第１５条第２項、第２７条第３項、第２９条第２項及び第

３０条第３項

（愛媛県老人福祉法施行細則の一部改正）

第２７条 愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第

７１号）の一部を次のように改正する。

第２５条第１項中「町村長」を「町長」に改め、同条第２

項中「市町村長」を「市町長」に改める。

第２６条第１項中「町村長」を「町長」に改め、同条第２

項中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第３８号の３中「町村長」を「町長」に改め、「（村

）」を削り、同様式別紙中「市町村名」を「市町名」に改

める。

様式第３９号中「市町村長」を「市町長」に改め、「・村

」を削る。

様式第３９号の２中「町村長」を「町長」に改め、同様式

別紙中「市町村名」を「市町名」に改める。

様式第４０号中「市町村長」を「市町長」に改める。

（愛媛県土木費補助規則の一部改正）

第２８条 愛媛県土木費補助規則（昭和３９年愛媛県規則第２号

）の一部を次のように改正する。

第１条中「市町村」を「市町」に、「行なう」を「行う

」に改める。

第２条第２項第６号中「市町村」を「市町」に改める。

第３条の表中「市町村道」を「市町道」に、「市町村の

」を「市町の」に改める。

（愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正）

第２９条 愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和４０年愛媛

県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

第２条中「町村」を「町」に改める。

（愛媛県土地改良法施行細則の一部改正）

第３０条 愛媛県土地改良法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第

４５号）の一部を次のように改正する。

第７条第４号中「市町村土地改良事業施行協議書」を「

市町土地改良事業施行協議書」に改める。

第８条第２号中「市町村土地改良事業計画変更協議書」

を「市町土地改良事業計画変更協議書」に改める。

第９条第２号中「市町村土地改良事業廃止協議書」を「

市町土地改良事業廃止協議書」に改める。

第１１条第２号中「市町村応急工事計画協議書」を「市町

応急工事計画協議書」に改める。

第２０条第２項中「市町村」を「市町」に改める。

様式第８号中「市町村土地改良事業施行協議書」を「市

町土地改良事業施行協議書」に改める。

様式第１０号中「市町村土地改良事業計画変更協議書」を

「市町土地改良事業計画変更協議書」に改める。

様式第１２号中「市町村土地改良事業廃止協議書」を「市

町土地改良事業廃止協議書」に改める。

様式第１５号中「市町村応急工事計画協議書」を「市町応

急工事計画協議書」に改める。

様式第２３号中「様式第２３号」を「様式第２３号（第１８条関

係）」に、「代表 氏 名�」を「代表
�」に、「当何は、地区内何の」を「 は、地区内

の」に改め、同様式１中「または」を「又は」に改め、

同様式〔注〕�中「行なう」を「行う」に改め、同様式〔
注〕�中「市町村」を「市町」に、「行なう」を「行う」
に、「さらに」を「更に」に改め、同様式〔注〕�中「行
なう」を「行う」に、「かえて」を「代えて」に、「およ

び」を「及び」に改め、同様式〔注〕�中「行なう」を「
行う」に、「かわる」を「代わる」に改める。

（愛媛県消防賞じゆつ金授与条例施行規則の一部改正）

第３１条 愛媛県消防賞じゆつ金授与条例施行規則（昭和４３年

愛媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

第２条中「市町村長」を「市町長」に、「市町村の」を

「市町の」に改める。

第４条及び別記様式中「市町村長」を「市町長」に改め

る。

（愛媛県重度心身障害児福祉手当支給規則の一部改正）

第３２条 愛媛県重度心身障害児福祉手当支給規則（昭和４４年

愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号及び様式第１号注２�中「市町村長」を「
市町長」に改める。

「 市 町

様式第３号中 愛媛県 を削る。

郡 村」

様式第６号注�中「市町村長」を「市町長」に改める。
（愛媛県都市計画公聴会規則及び愛媛県動物の愛護及び管

理に関する条例施行規則の一部改正）

第３３条 次に掲げる規則の規定中「関係市町村」を「関係市

町」に改める。

� 愛媛県都市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１
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号）第３条第２項第２号及び第３号

� 愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平

成１３年愛媛県規則第２１号）第１１条の３第１項第３号

（愛媛県会計規則の一部改正）

第３４条 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一

部を次のように改正する。

第４３条第１号第７号を次のように改める。

� 統計調査市町事務委託料

第４３条第１号第１３号を次のように改める。

� 市町建築等確認事務取扱交付金

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第６項を次のように改める。

６ 第７条第１項第１号の規定にかかわらず、小田高等学

校の平成１６年度の事務に係る会計事務については、八幡

浜地方局出納室長に委任させないものとし、この事務は

、松山地方局出納室長に委任させるものとする。

（愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正

）

第３５条 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和

４５年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第１３条の見出し中「市町村」を「市町」に改める。

様式第４号注中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第６号（裏面）９中「市町村」を「市町」に改める

。

様式第１１号中「様式第１１号」を「様式第１１号（第５条、

第６条、第１３条関係）」に改め、同様式（裏面）１中「た

いせつに」を「大切に」に、「よごしたり、または」を「

汚したり、又は」に改め、同様式（裏面）４中「または」

を「又は」に、「住所地を管轄する市町村長」を「この証

書の交付を受けた市町長」に、「届出なければ」を「届け

出なければ」に改め、同様式（裏面）５�中「または」を
「又は」に改め、同様式（裏面）８中「すでに」を「既に

」に、「または」を「又は」に改め、同様式（裏面）９中

「または」を「又は」に、「住所地を管轄する市町村長」

を「この証書の交付を受けた市町長」に改め、同様式（裏

面）１０中「住所地を管轄する市町村長」を「この証書の交

付を受けた市町長」に改める。

（都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の

一部改正）

第３６条 都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規

則（昭和４６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正

する。

第１５条第２項中「市町村」を「市町」に改める。

様式第１１号中「市町村名」を「市町名」に改める。

（愛媛県公害防止条例施行規則の一部改正）

第３７条 愛媛県公害防止条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則

第２号）の一部を次のように改正する。

第５１条第４項及び第５３条の見出し中「市町村」を「市町

」に改める。

別表第６ ４の項中「松山市」の下に「（安居島、浅海

原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、小川、尾儀原

、小山田、大浦、大河内、大西谷、片山、鹿峰、上難波、

鴨之池、粟井河原、正岡神田、儀式、客、九川、久保、小

川谷、河野高山、光洋台、立岩米之野、佐古、才之原、猿

川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、

高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、

中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、

平林、府中、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、柳

原、横谷、和田、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上

怒和、熊田、神浦、津和地、長師、饒、野忽那、畑里、二

神、宮野、睦月、元怒和及び吉木を除く。）」を加え、同

表５の項中「今治市」の下に「（朝倉上、朝倉北、朝倉下

、朝倉南、古谷、山口、玉川町、波方町、大西町、菊間町

、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下

、関前岡村及び関前小大下を除く。）」を加える。

（愛媛県災害遺児福祉手当支給規則の一部改正）

第３８条 愛媛県災害遺児福祉手当支給規則（昭和４７年愛媛県

規則第１５号）の一部を次のように改正する。

様式第１号中「市町村受付印」を「市町受付印」に、「

市町村送付年月日」を「市町送付年月日」に、「市町村長

�」を「市町長 �」に改め、同様式
添付書類２中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第３号（その１）中「市町村名」を「市町名」に改

め、同様式（その２）〈お知らせ〉４中「市町村役場」を

「市町役場」に改め、同様式（その２）〈お知らせ〉４�
中「および」を「及び」に改め、同様式（その２）〈お知

らせ〉４�中「よごしたり」を「汚したり」に改める。
様式第５号中「市町村受付印」を「市町受付印」に、「

市町村送付年月日」を「市町送付年月日」に、「市町村長

氏名」を「市町長氏名」に改め、同様式添付書類３中「市

町村長」を「市町長」に改める。

様式第８号から様式第１０号までの規定中「市町村受付印

」を「市町受付印」に、「市町村送付年月日」を「市町送

付年月日」に、「市町村長氏名」を「市町長氏名」に改め

る。

（愛媛県卸売市場条例施行規則の一部改正）

第３９条 愛媛県卸売市場条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則

第２６号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第７号中「市町村管内図」を「市町管内図

」に改める。

（愛媛県農村地域工業等導入促進条例施行規則の一部改正

）

第４０条 愛媛県農村地域工業等導入促進条例施行規則（昭和

４８年愛媛県規則第４号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項及び第３項中「市町村」を「市町」に改め

る。

様式第１号中「市町村長 氏名 �」を「市町
長 �」に改め、同様式別紙５中「市町村管内図
」を「市町管内図」に改める。

様式第２号中「市町村長 氏 名�」を「市町
長 �」に、「地区承認日付け」を「地区承認日
付」に改める。

様式第３号中「市町村長 氏 名�」を「市町
長 �」に、「地区承認（変更）日付け」を「地
区承認（変更）日付」に改め、同様式別紙第５の１中「市

町村内」を「市町内」に、「市町村管内図」を「市町管内
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図」に改める。

様式第４号中「市町村長 氏 名�」を「市町
長 �」に、「計画承認日付け」を「計画承認日
付」に改める。

様式第５号中「申請者 氏 名�」を「申請者
�」に、「指定日付け」を「指定日付」に、「

承認日付け」を「承認日付」に改め、同様式別紙２中「市

町村名」を「市町名」に、「市町村以外」を「市町以外」

に改め、同様式別紙３中「市町村議会議長 氏

名�」を「市町議会議長 �」に、「市町村長」
を「市町長」に改める。

様式第６号中「申請者 氏 名�」を「申請者
�」に、「承認日付け」を「承認日付」に改め

、同様式注中「指定日付け」を「指定日付」に改め、同様

式別紙１中「市町村名」を「市町名」に、「市町村負担分

」を「市町負担分」に、「市町村の」を「市町の」に改め

、同様式別紙２中「市町村費」を「市町費」に改め、同様

式別紙３中「市町村議会議長」を「市町議会議長」に、「

市町村長） 氏 名�」を「市町長）
�」に改める。
（愛媛県生活安定資金貸付規則の一部改正）

第４１条 愛媛県生活安定資金貸付規則（昭和５０年愛媛県規則

第４７号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「市町村」を「市町」に改める。

第７条第１項中「市町村と同一市町村」を「市町と同一

市町」に改める。

様式第１号（表）中「市町村受付」を「市町受付」に改

め、同様式（裏）中「現在市町村」を「現在市町」に改め

る。

（愛媛県職員等表彰規則の一部改正）

第４２条 愛媛県職員等表彰規則（昭和５４年愛媛県規則第５９号

）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「市町村立学校」を「市町立学校」に改

める。

（愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正）

第４３条 愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和５４年愛媛県

規則第８２号）の一部を次のように改正する。

様式第３号中「市町村」を「市町」に改める。

様式第５号中「村」を削る。

（愛媛県定住圏基幹道路の整備に関する条例施行規則の一

部改正）

第４４条 愛媛県定住圏基幹道路の整備に関する条例施行規則

（昭和５４年愛媛県規則第８４号）の一部を次のように改正す

る。

第４条中「定住圏基幹道路（市町村道・農道・林道）整

備事業実施計画協議書」を「定住圏基幹道路（市町道・農

道・林道）整備事業実施計画協議書」に、「定住圏基幹道

路（市町村道・農道・林道）整備事業実施協議書」を「定

住圏基幹道路（市町道・農道・林道）整備事業実施協議書

」に改める。

第５条中「市町村道」を「市町道」に、「、市町村」を

「、市町」に改める。

様式第１号中「定住圏基幹道路（市町村道・農道・林道

）整備事業実施計画協議書」を「定住圏基幹道路（市町道

・農道・林道）整備事業実施計画協議書」に、「 市町村道

」を「 市町道 」に、「市町村長」を「市町長」に、「印」

を「�」に改める。
様式第２号中「定住圏基幹道路（市町村道・農道・林道

）整備事業実施協議書」を「定住圏基幹道路（市町道・農

道・林道）整備事業実施協議書」に、「郡 村」を「郡

」に、「市町村長」を「市町長」に、「印」を「�
」に改める。

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第４５条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）

の一部を次のように改正する。

第７条第４項第６号及び第６項第１号中「市町村」を「

市町」に改め、同項第３号から第５号までの規定中「市町

村分」を「市町分」に改め、同項第１１号中「市町村の」を

「市町の」に改め、同項第１４号中「市町村」を「市町」に

改める。

第１４条第８項第２号中「市町村道」を「市町道」に改め

る。

第２３条第１項第３号及び第５１条第１項第３号中「市町村

」を「市町」に改める。

第６７条第３項の表鬼北分場の項位置の欄中「広見町」を

「鬼北町」に改める。

第８０条第３項の表今治中央地域農業改良普及センターし

まなみ普及室の項位置の欄中「越智郡伯方町」を「今治市

」に改め、同項管轄区域の欄中「越智郡吉海町、宮窪町、

伯方町、上浦町、大三島町及び」を「今治市のうち吉海町

、宮窪町、伯方町、上浦町及び大三島町並びに越智郡」に

改め、同表宇和島中央地域農業改良普及センター鬼北普及

室の項位置の欄中「広見町」を「鬼北町」に改め、同項管

轄区域の欄中「、広見町」を削り、「日吉村」を「鬼北町

」に改める。

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第２項の前に見出しとして「（経過措置）」を付す

る。

附則に次の１項を加える。

４ 別表第４の規定にかかわらず、平成１７年１月１日から

同年３月３１日までの間、八幡浜地方局大洲土木事務所に

おいては、喜多郡内子町本川、中川、上川、立石、南山

、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、中田渡、上田渡

及び臼杵の区域について、同土木事務所の所掌事務を所

掌しないものとし、この事務は、松山地方局久万土木事

務所において所掌するものとする。

別表第６今治地方局玉川ダム管理事務所の項位置の欄中

「越智郡玉川町」を「今治市」に改め、同表今治地方局台

ダム管理事務所の項同欄中「越智郡大三島町」を「今治市

」に改め、同表八幡浜地方局鹿野川ダム管理事務所の項同

欄中「喜多郡肱川町」を「大洲市」に改める。

（生活保護法施行細則の一部改正）

第４６条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）

の一部を次のように改正する。

第２条中「市町村」を「市町」に改める。

第１０条第２項及び第１１条第２項中「町村長」を「町長」
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に改める。

第１６条の見出し及び同条第２項から第４項までの規定中

「町村長」を「町長」に改め、同条第５項中「町村長」を

「町長」に、「当該町村」を「当該町」に改める。

第１８条第１項及び第２１条中「市町村」を「市町」に改め

る。

第２３条第１項中「市町村長」を「市町長」に改める。

第２５条及び第２９条中「市町村」を「市町」に改める。

第３２条中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第２号中「市町村費」を「市町費」に改める。

様式第４号中「町村」を「町」に改める。

様式第１１号の２中「居住町村名」を「居住町名」に改め

る。

様式第１４号中「町村役場受付月日」を「町役場受付月日

」に改める。

様式第２９号中「町村」を「町」に改める。

様式第５０号中「町村長」を「町長」に、同様式１中「で

かせぎ」を「出稼ぎ」に改める。

様式第５２号及び様式第５３号中「町村長」を「町長」に改

める。

様式第５４号中「市町村長」を「市町長」に、「施設所在

地市町村」を「施設所在地市町」に、「隣接市町村」を「

隣接市町」に改める。

様式第５６号中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第５８号中「施設所在地市町村」を「施設所在地市町

」に、「隣接市町村」を「隣接市町」に改める。

様式第６５号中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第６７号中「市（町村）長」を「市（町）長」に改め

る。

（愛媛県土地改良財産の管理及び処分に関する規則の一部

改正）

第４７条 愛媛県土地改良財産の管理及び処分に関する規則（

昭和５９年愛媛県規則第３０号）の一部を次のように改正する

。

第１６条中「市町村」を「市町」に改める。

様式第８号中「市町村大字別事業施行面積」を「市町大

字別事業施行面積」に改める。

（愛媛県の海を管理する条例施行規則の一部改正）

第４８条 愛媛県の海を管理する条例施行規則（平成７年愛媛

県規則第６７号）の一部を次のように改正する。

第５条の見出し中「関係市町村長」を「関係市町長」に

改め、同条中「市町村」を「市町」に改める。

第８条第２項中「市町村」を「市町」に改める。

（愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部改正）

第４９条 愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県

規則第２７号）の一部を次のように改正する。

第６条第３号、第７条第３号及び第１５条中「市町村」を

「市町」に改める。

第２５条第２項、第２８条第２項及び第３２条第２項中「関係

市町村長」を「関係市町長」に改める。

第３４条第１項及び第２項第３号並びに第４１条第１項及び

第２項第３号中「市町村長」を「市町長」に改める。

第５２条の表第２２条の項右欄中「、市町村」を「、市町」

に、「市町村都市計画審議会」を「市町都市計画審議会」

に、「当該市町村」を「当該市町」に改める。

第５３条第５項中「市町村都市計画審議会」を「市町都市

計画審議会」に改める。

第５９条第１号中「市町村」を「市町」に改める。

第７０条中「市町村長」を「市町長」に改める。

（愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処

理する事務の範囲を定める規則の一部改正）

第５０条 愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村

が処理する事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則

第１６号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が

処理する事務の範囲を定める規則

第１条及び第２条の見出し中「市町村」を「市町」に改

める。

別表２の項右欄第２号中「市町村長」を「市町長」に改

める。

（租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則の

一部改正）

第５１条 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規

則（平成１２年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正

する。

第２条第５項中「市町村界、市町村」を「市町界、市町

」に改める。

第１１条第１項ただし書中「市町村」を「市町」に改める

。

（愛媛県垂直積雪量に関する規則の一部改正）

第５２条 愛媛県垂直積雪量に関する規則（平成１２年愛媛県規

則第４２号）の一部を次のように改正する。

別表１の項区域の欄中「、北条市」及び「、温泉郡中島

町」を削り、同表４の項同欄中「並びに」を「及び」に改

め、「及び五十崎町」を削り、同表５の項同欄中「広見町

及び松野町」を「松野町及び鬼北町」に改め、同表６の項

同欄中「上浮穴郡小田町、伊予郡広田村、」及び「及び北

宇和郡日吉村」を削る。

第５３条 愛媛県垂直積雪量に関する規則の一部を次のように

改正する。

第２条中「市町村」を「市町」に改め、同条の表１の項

区域の欄中「各町村」を「上島町」に改め、同表２の項同

欄及び同表備考中「市町村」を「市町」に改める。

別表１の項区域の欄中「波方町、大西町、菊間町、吉海

町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前村及び」及

び「、喜多郡長浜町」を削り、同表２の項同欄中「、四国

中央市並びに越智郡朝倉村及び玉川町」を「及び四国中央

市」に改め、同表５の項同欄中「、喜多郡肱川町」を削り

、同表中６の項を削り、７の項を６の項とする。

（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一

部改正）

第５４条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正す

る。

第８条第２項中「市町村」を「市町」に改める。
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様式第１号注５及び様式第３号注６中「町村」を「町」

に改める。

様式第７号中「村」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１７年１月１６日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

� 第１９条の規定、第３４条中愛媛県会計規則附則第６項の

改正規定、第３７条中愛媛県公害防止条例施行規則別表第

６ ４の項の改正規定、第４５条中愛媛県行政組織規則第

６７条第３項の表鬼北分場の項及び第８０条第３項の表宇和

島中央地域農業改良普及センター鬼北普及室の項の改正

規定並びに附則に１項を加える改正規定並びに第５２条の

規定 平成１７年１月１日

� 第４５条中愛媛県行政組織規則別表第６八幡浜地方局鹿

野川ダム管理事務所の項の改正規定並びに第５３条中愛媛

県垂直積雪量に関する規則別表１の項の改正規定（「、

喜多郡長浜町」を削る部分に限る。）、同表５の項の改

正規定及び同表６の項を削り、同表７の項を同表６の項

とする改正規定 平成１７年１月１１日

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれ

の規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後

のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類

とみなす。

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様

式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して

使用することができる。

�������
�愛媛県規則第６８号
消費生活協同組合法施行細則等の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

消費生活協同組合法施行細則等の一部を改正する規則

（消費生活協同組合法施行細則の一部改正）

第１条 消費生活協同組合法施行細則（昭和２３年愛媛県規則

第６５号）の一部を次のように改正する。

第２条第８号中「民法」の下に「（明治２９年法律第８９号

）」を加え、「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立

て」に、「又は、破産の宣告」を「、又は破産手続開始の

決定」に改める。

（生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部改正）

第２条 生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２

年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

別表第２第１２号３中「又は破産」を「又は破産手続開始

」に、「破産等」を「破産手続開始等」に改める。

（愛媛県看護職員修学資金貸与条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県看護職員修学資金貸与条例施行規則（昭和３７

年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

第１５条第２項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定

」に改める。

（愛媛県産業情報センター運営規則の一部改正）

第４条 愛媛県産業情報センター運営規則（平成９年愛媛県

規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第１３条第３項第３号中「破産により」を「破産手続開始

の決定により」に改め、同項第４号中「破産」を「破産手

続開始の決定」に改める。

（愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部改正）

第５条 愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成１５年

愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

様式第１１号（裏）中「破産」を「破産手続開始」に改め

る。

（使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部

改正）

第６条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則（

平成１６年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する

。

様式第１号備考２�中「破産により」を「破産手続開始
の決定により」に改め、同様式備考２�中「破産」を「破
産手続開始の決定」に改める。

様式第２号備考２�中「破産により」を「破産手続開始
の決定により」に改め、同様式備考２�中「破産」を「破
産手続開始の決定」に改める。

附 則

１ この規則は、平成１７年１月１日から施行する。

２ この規則施行の日前にされた破産の宣告に係る愛媛県産

業情報センター運営規則第１０条第１項の登録を受けた者に

対する第４条の規定による改正前の愛媛県産業情報センタ

ー運営規則第１３条第３項第３号の規定の適用については、

なお従前の例による。

�������
�愛媛県規則第６９号
予防接種費補助規則を廃止する規則を次のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

予防接種費補助規則を廃止する規則

予防接種費補助規則（昭和２４年愛媛県規則第４８号）は、廃

止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第７０号
愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県農業改良資金貸付規則（昭和６０年愛媛県規則第３５号

）の一部を次のように改正する。

第３条第２号中「第２条第２項」を「第４条第４項」に改

める。

第４条第１項の表１の項農業改良資金の区分の欄中「特定

地域資金」の下に「又は青年等の就農促進のための資金の貸
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告 示

付け等に関する特別措置法第２３条に規定する資金」を加える

。

様式第３号（表）中「村」を削り、同様式（裏）中「破産

」を「破産手続開始」に改める。

様式第８号注４中「市町村長」を「市町長」に改める。

様式第１１号（表）中「村」を削り、同様式（裏）中「破産

」を「破産手続開始」に改める。

附 則

１ この規則は、平成１７年１月１日から施行する。ただし、

様式第３号（表）、様式第８号及び様式第１１号（表）の改

正規定は同月１６日から施行する。

２ この規則施行の際限にある改正前の愛媛県農業改良資金

貸付規則様式第３号（裏）及び様式第１１号（裏）の規定に

よる書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用するこ

とができる。

�愛媛県告示第２５４２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示２５４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５４５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
愛 媛 県

愛 媛 県 公 営 企 業 管 理 局

愛 媛 県 教 育 委 員 会

愛 媛 県 選 挙 管 理 委 員 会

�
愛 媛 県 人 事 委 員 会

告示第２５４６号
愛 媛 県 監 査 委 員

愛 媛 県 地 方 労 働 委 員 会

愛 媛 県 収 用 委 員 会

愛媛海区漁業調整委員会

愛媛県内水面漁場管理委員会

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）附則第

３項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされ

る旧愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県公営

企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛

媛県人事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・

愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面

漁場管理委員会告示第１２５５号）の一部を次のように改正し、

平成１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公営企業管理者

和 氣 政 次

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県監査委員

西 原 進 平

同

吉 久 宏

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

中島町大字小濱甲１８７２の２、甲１８７７の２、乙７１７、
乙７１８、乙７２２から乙７２４まで、乙７２６の１、乙７３５
及び乙７５３の１の地先

２，６０２．６８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字小濱

中島町大字小濱甲１８７２の２、甲１８７７の２
、乙７１７、乙７１８、乙７２２から乙７２４まで、
乙７２６の１、乙７３５及び乙７５３の１の地先
公有水面埋立地

２，６０２．６８

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

中島町大字元怒和甲４３６、甲４３８、甲４４０、甲５０１、
甲５０２の１、甲５０２の４、甲５０２の５、甲５０３、甲５０
４の１、甲５０４の２、甲５０６、甲５０７の２及び甲１８１１
の地先

３，２９５．６９

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字元怒
和

中島町大字元怒和甲４３６、甲４３８、甲４４０
、甲５０１、甲５０２の１、甲５０２の４、甲５０２
の５、甲５０３、甲５０４の１、甲５０４の２、
甲５０６、甲５０７の２及び甲１８１１の地先公有
水面埋立地

３，２９５．６９

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号
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同
柳 澤 正 三

同

壺 内 紘 光

愛媛県地方労働委員会

会長 白 石 喜 �
愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 �
愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 森 岡 惇 一

第２条第１項第７号を次のように改める。

� 労働委員会

�������
�愛媛県告示第２５４８号
騒音規制法第３条第１項の規定に基づく地域の指定（平成

９年４月愛媛県告示第５４６号）の一部を次のように改正し、

平成１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定地域の範囲の表中「北条市（別添第６図のうち、着色

した部分）」を削り、「別添第７図」を「別添第６図」に、

「別添第８図」を「別添第７図」に、「別添第９図」を「別

添第８図」に、「別添第１０図」を「別添第９図」に改める。

別添第６図から第１０図までを次のように改める。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び関係市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第２５４９号
騒音規制法第３条第１項の規定に基づく地域の指定（平成

９年４月愛媛県告示第５４６号）の一部を次のように改正し、

平成１７年１月１１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定地域の範囲の表中「喜多郡長浜町（別添第９図のうち

、着色した部分）」を削る。

別添第４図を次のように改め、別添第９図を削る。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び関係市町の市役所に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５５０号
振動規制法の規定に基づく地域の指定（平成９年４月愛媛

�愛媛県告示第２５４７号
水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条の７第１項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のように指定し、

平成１７年１月１６日から施行する。

なお、生活排水対策重点地域の指定（平成３年８月愛媛県告示第１２３１号、平成４年４月愛媛県告示第６２７号、平成５年２月

愛媛県告示第１４９号、平成６年１２月愛媛県告示第１４２０号）は、平成１７年１月１５日限り、廃止する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

水 域 生 活 排 水 対 策 重 点 地 域

肱川水域（甲） 大洲市（長浜、豊茂、白滝、戒川、柴、長浜町、肱川町及び河辺町を除く。）の区域（下水道法（昭和３３

年法律第７９号）第２条第８号に規定する処理区域を除く。）

瀬戸内海国立公園の区域内の海域 今治市宮窪町の区域

渡川水系の水域のうち愛媛県分 北宇和郡三間町、松野町及び鬼北町の区域

重信川水系及び伊予灘 松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、小川、尾儀原、小山田、大浦、大河内

、大西谷、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、正岡神田、儀式、客、九川、久保、小川谷、河野高

山、光洋台、立岩米之野、佐古、才之原、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高

田、滝本、北条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、

八反地、平林、府中、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、柳原、横谷、和田、中島粟井、宇和間、

中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和及

び吉木を除く。）、東温市及び伊予郡砥部町（多居谷、仙波、総津、高市、玉谷、中野川及び満穂を除く

。）の区域（中山川水系の流域及び下水道法第２条第８号に規定する処理区域を除く。）

宇和海 宇和島市、西予市明浜町、北宇和郡吉田町及び津島町並びに南宇和郡愛南町（御荘菊川、御荘平山、御荘

長洲、御荘平城、御荘和口、御荘長月、御荘深泥、防城成川、赤水、高畑、中浦、猿鳴、僧都、緑、城辺

、蓮乗寺、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良に限る。）の区域

（渡川水系の流域、松田川水系の流域及び下水道法第２条第８号に規定する処理区域を除く。）

注 この表において「肱川水域（甲）」とは、肱川水系に係る水質環境基準水域類型の指定（昭和５０年５月愛媛県告示第５１１号）に規定する肱

川水域（甲）をいう。
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県告示第５５０号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月

１１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

「伊予市（別添第４図のうち、着色

指定地域の範囲の表中
四国中央市（別添第５図のうち、

東温市（別添第６図のうち、着色

喜多郡長浜町（別添第７図のうち

した部分） 「大洲市（別添第４図のうち、着色し

着色した部分）
を

伊予市（別添第５図のうち、着色し

した部分） 四国中央市（別添第６図のうち、着

、着色した部分）」 東温市（別添第７図のうち、着色し

た部分）

た部分）
に改める。

色した部分）

た部分） 」

別添第４図から第７図までを次のように改める。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び関係市町の市役所に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５５１号
悪臭防止法に基づく規制地域の指定（平成１６年３月愛媛県

告示第６５９号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６

日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定地域の範囲の表中「菊間町（別添第３図のうち、着色

した部分）」を削り、「別添第４図」を「別添第３図」に改

める。

別添第３図を削り、別添第４図を別添第３図とする。

�������
�愛媛県告示第２５５２号
愛媛県産業廃棄物適正処理指導要網（平成３年８月愛媛県

告示第１２８８号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月

１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第６号中「第４項」を「第６項」に改める。

第３条中「市町村等」を「市町等」に改める。

第４条（見出しを含む。）中「市町村」を「市町」に改め

る。

第７条第２項中「関係市町村長」を「関係市町長」に改め

る。

第８条中「、省令第１４条第５項の報告書のほか」を削る。

第１１条第１項中「第１５条の２の４第１項」を「第１５条の２

の５第１項」に改め、同条第２項中「関係市町村長」を「関

係市町長」に改める。

第１３条第２項中「市町村長は、当該市町村」を「市町長は

、当該市町」に改め、同条第４項中「第１４条第１０項ただし書

又は第１４条の４第１０項ただし書」を「第１４条第１４項ただし書
又は第１４条の４第１４項ただし書」に改める。

�愛媛県告示第２５５３号
医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の３第１０項の規定

により、第４次愛媛県地域保健医療計画（平成１４年４月愛媛

県告示第７３５号）を次のとおり変更し、平成１７年１月１日か

ら施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のとおり」は、省略し、変更後の計画書を愛媛県保

健福祉部管理局保健福祉課及び各保健所に備え置いて一般の

縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５５４号
公共衛生施設改良事業補助規程（昭和２３年７月愛媛県告示

第２９７号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日か

ら施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条中「市町村」を「市町」に改める。

第１５条中「事業関係地市町村長」を「、事業関係地市町長

」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５５５号
結核予防事業費補助金交付規程（昭和４３年６月愛媛県告示

第５９３号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日か

ら施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５５６号
化製場等に関する法律に基づく地域の指定（昭和５９年９月

愛媛県告示第１１８４号）の一部を次のように改正し、平成１７年

１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表中「市町村名」を「市町名」に改め、同表今治市の項区

域の欄中「及び波止浜」を「、波止浜、波止浜一丁目、波止

浜二丁目、波止浜三丁目、波止浜四丁目、中堀一丁目、中堀

二丁目、中堀三丁目、中堀四丁目、地堀一丁目、地堀二丁目

、地堀三丁目、地堀四丁目、地堀五丁目、地堀六丁目、内堀

一丁目、内堀二丁目、内堀三丁目及び大三島町宮浦新地」に

改め、同表大三島町の項を削る。

�������
�愛媛県告示第２５５７号
化製場等に関する法律に基づく地域の指定（昭和５９年９月

愛媛県告示第１１８４号）の一部を次のように改正し、平成１７年

１月１１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表大洲市の項区域の欄中「常盤町及び若宮」を「常磐町、

若宮及び長浜」に改め、同表長浜町の項を削る。

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号
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�愛媛県告示第２５５８号
化製場等に関する法律に基づく地域の指定（昭和５９年９月

愛媛県告示第１１８４号）の一部を次のように改正し、平成１７年

１月１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表内子町の項区域の欄中「五城地区岡」を「五城地区岡第

１区」に改める。

�愛媛県告示第２５５９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４４３１ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

短期入所生活介
護 ショートステイであい 愛媛県松山市余戸南五

丁目３－１８ 平成１６年１１月１日

３８７１１００４３８ 社団法人松山市シルバ
ー人材センター

愛媛県松山市若草町８
番地３ 通所介護 松山シルバー北条指定

通所介護事業所
愛媛県北条市別府９３７
－１ 平成１６年１１月１日

３８７１１００４４６ 社団法人松山市シルバ
ー人材センター

愛媛県松山市若草町８
番地３ 訪問介護 松山シルバー北条指定

訪問介護事業所
愛媛県北条市別府９３７
番地１ 平成１６年１１月１日

３８７１１００４５３ 社団法人松山市シルバ
ー人材センター

愛媛県松山市若草町８
番地３ 訪問入浴介護 松山シルバー北条指定

訪問入浴介護事業所
愛媛県北条市別府９３７
番地１ 平成１６年１１月１日

３８７３３００３９０ 社団法人松山市シルバ
ー人材センター

愛媛県松山市若草町８
番地３ 訪問介護 松山シルバー中島指定

訪問介護事業所
愛媛県温泉郡中島町大
浦３０８１番地２ 平成１６年１１月１日

３８７０３００６９０ 医療法人三善会 愛媛県宇和島市堀端町
２－３９

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム丸の内
はとぽっぽ

愛媛県宇和島市丸ノ内
一丁目４０３番 平成１６年１１月１日

３８７０７００２３８ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 訪問入浴介護 株式会社悠遊社大洲事

業所
愛媛県大洲市若宮４６７
番地１１ 平成１６年１１月１日

３８７０６００６１０ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

訪問介護 西条市社会福祉協議会
ヘルパーセンター

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６２８ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

訪問介護 西条市社会福祉協議会
ヘルパーセンター西条

愛媛県西条市神拝甲３２
４番地２西条市総合福
祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６３６ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

訪問介護 西条市社会福祉協議会
ヘルパーセンター小松

愛媛県西条市小松町新
屋敷乙４８番地１西条市
小松地域福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６４４ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

訪問入浴介護 西条市社会福祉協議会
訪問入浴センター

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６５１ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

訪問入浴介護 西条市社会福祉協議会
訪問入浴センター西条

愛媛県西条市神拝甲３２
４番地２西条市総合福
祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６６９ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

通所介護 西条市社協デイサービ
スセンターひまわり

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６７７ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

通所介護 西条市社協デイサービ
スセンターさくら

愛媛県西条市丹原町来
見乙２６番地２ 平成１６年１１月１日

３８７０６００６８５ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

通所介護 西条市社協デイサービ
スセンターつばき

愛媛県西条市小松町新
屋敷乙４８番地１西条市
小松地域福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７３９００６１１ 有限会社ケアサポート
いずみ

愛媛県北宇和郡広見町
永野市９７番地１ 訪問介護 有限会社ケアサポート

いずみ
愛媛県北宇和郡広見町
永野市９７番地１ 平成１６年１１月４日

３８７０１０４４４９ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

痴呆対応型共同
生活介護 グループホームであい 愛媛県松山市余戸南五

丁目３－１８ 平成１６年１１月９日

３８７０１０４４５６ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

特定施設入所者
生活介護 ケアハウスであい 愛媛県松山市余戸南五

丁目３－１８ 平成１６年１１月９日

３８７０１０４４６４ 有限会社ヘルパーステ
ーションひびき

愛媛県松山市石手二丁
目２番２号 訪問介護 有限会社ヘルパーステ

ーションひびき
愛媛県松山市石手二丁
目２番２号 平成１６年１１月１６日

３８７０１０４４７２ 有限会社松山エムエス 愛媛県松山市萱町六丁
目１６９番地２ 通所介護 デイサービス「シエス

タ本町」
愛媛県松山市本町六丁
目２－１ 平成１６年１１月１８日

３８７３２００９５４ 社会福祉法人日親会 愛媛県越智郡菊間町浜
１４５３番地１ 訪問介護 ラ・ファミーユ 愛媛県越智郡菊間町浜

１４５３番地１ 平成１６年１１月１８日

３８７３２００９５４ 社会福祉法人日親会 愛媛県越智郡菊間町浜
１４５３番地１ 通所介護 ラ・ファミーユ 愛媛県越智郡菊間町浜

１４５３番地１ 平成１６年１１月１８日

３８７３２００９５４ 社会福祉法人日親会 愛媛県越智郡菊間町浜
１４５３番地１

痴呆対応型共同
生活介護 ラ・ファミーユ 愛媛県越智郡菊間町浜

１４５３番地１ 平成１６年１１月１８日

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号
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�愛媛県告示第２５６０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７３２００９５４ 社会福祉法人日親会 愛媛県越智郡菊間町浜
１４５３番地１

特定施設入所者
生活介護 ラ・ファミーユ 愛媛県越智郡菊間町浜

１４５３番地１ 平成１６年１１月１８日

３８７０２００９２４ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町
１－１－５ 通所介護

ＪＡおちいまばりデイ
サービスセンター元気
桜井

愛媛県今治市桜井四丁
目１３－７ 平成１６年１１月２６日

３８７３６００３７７ 株式会社新風会 愛媛県大洲市徳森字野
田１４７７番地１

痴呆対応型共同
生活介護 グループホーム白雲 愛媛県喜多郡長浜町白

滝甲６６９番地４ 平成１６年１１月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７１１００４２０ 社団法人松山市シルバ
ー人材センター

愛媛県松山市若草町８
番地３ 居宅介護支援 松山シルバー北条指定

居宅介護支援事業所
愛媛県北条市別府９３７
番地１ 平成１６年１１月１日

３８７３３００３８２ 社団法人松山市シルバ
ー人材センター

愛媛県松山市若草町８
番地３ 居宅介護支援 松山シルバー中島指定

居宅介護支援事業所
愛媛県温泉郡中島町大
浦３０８１番地２ 平成１６年１１月１日

３８７０６００５８６ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

居宅介護支援 西条市社会福祉協議会
ケアプランセンター

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００５９４ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

居宅介護支援
西条市社会福祉協議会
ケアプランセンター西
条

愛媛県西条市神拝甲３２
４番地２西条市総合福
祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０６００６０２ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６
番地１西条市東予総合
福祉センター

居宅介護支援
西条市社会福祉協議会
ケアプランセンター小
松

愛媛県西条市小松町新
屋敷乙４８番地１西条市
小松地域福祉センター

平成１６年１１月１日

３８７０１０４４８０ 有限会社松山エムエス 愛媛県松山市萱町六丁
目１６９番地２ 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所「シエスタ本町」
愛媛県松山市本町六丁
目２－１ 平成１６年１１月１８日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護老人
福祉施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４４２３ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３番地

介護老人福祉施
設

特別養護老人ホームで
あい

愛媛県松山市余戸南五
丁目３－１８ 平成１６年１１月１日

３８７０６００６９３ 西条市 愛媛県西条市明屋敷１６
４番地

介護老人福祉施
設 西条市道前荘 愛媛県西条市小松町大

頭１１２７番地１ 平成１６年１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７１２０００８９ 社会福祉法人亀天会 愛媛県東予市大野１９０
－１ 通所介護 東予市デイサービ

スセンター亀天荘
デイサービスセン
ター亀天荘

愛媛県東予市大野１９
０－１

平成１６年
１１月１日

３８７０１０２０１３ 生活協同組合コープえ
ひめ

愛媛県松山市朝生田町
三丁目１番１２号

福祉用具
貸与

コープえひめ指定
福祉用具貸与事業
所松山

コープえひめ福祉
用具貸与事業所松
山

愛媛県松山市朝生田
町三丁目１番１２号

平成１６年
１０月１日

３８７０１０１３１２ 生活協同組合コープえ
ひめ

愛媛県松山市朝生田町
３－１－１２ 訪問介護

コープえひめ指定
訪問介護事業所松
山

コープえひめ訪問
介護事業所松山

愛媛県松山市朝生田
町３－１－１２

平成１６年
１０月１日

３８１０１２４１１９ 大 城 悦 郎 愛媛県松山市保免西２
－１５－１０ 訪問看護 大城外科医院 大城外科胃腸科 愛媛県松山市市余戸

町９２－２
平成１５年
５月１日

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号
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�愛媛県告示第２５６３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２６５８ 有限会社エディア 愛媛県松山市北斎院町
２３０番地４ 訪問介護 あゆみ介護 愛媛県松山市北斎

院町２３０番地４
愛媛県松山市南江
戸三丁目８番１０号

平成１６年
１０月３１日

３８６０６９１０１７ 有限会社キャンパス
愛媛県西条市氷見丙１２
６０番地２ＭＹシャトレ
ー２０６号

訪問看護 訪問看護ステーショ
ンおれんじ

愛媛県西条市神拝
甲６１８番地１森本
レジデンス１０２号

愛媛県西条市大町
６６４

平成１６年
１１月１日

３８７０１０２４４３ 特定非営利活動法人支
援センターえひめ

愛媛県松山市谷町甲６０
番地２ 訪問介護 ＮＰＯ支援センター

えひめ

愛媛県松山市姫原
三丁目８番２９ＵＫ
ＥＮＡ姫原Ｉ３Ｆ
南

愛媛県松山市姫原
三丁目８番２９第８４
杉フラット３Ｆ３１
０

平成１６年
１１月１日

３８７０２００９０８ 株式会社シンコー 広島県福山市松永町五
丁目５番２５号

痴呆対応
型共同生
活介護

ハートフルケアホー
ム青空

愛媛県今治市南高
下町二丁目１６１０番
地３

愛媛県今治市南高
下町二丁目２番６７
号

平成１６年
１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０６０００９９ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市神拝甲１５
０－１ 訪問介護 社会福祉法人西条市社

会福祉協議会
愛媛県西条市神拝甲１５
０－１ 平成１６年１０月３１日

３８７０６０００９９ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市神拝甲１５
０－１ 訪問入浴介護 社会福祉法人西条市社

会福祉協議会
愛媛県西条市神拝甲１５
０－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１１０００６５ 社会福祉法人 北条市
社会福祉協議会

愛媛県北条市別府９３７
－１ 訪問入浴介護 北条市社協指定訪問入

浴介護事業所
愛媛県北条市別府９３７
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１１０００７３ 社会福祉法人北条市社
会福祉協議会

愛媛県北条市別府９３７
－１ 訪問介護 北条市社協指定訪問介

護事業所
愛媛県北条市別府９３７
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１１００１２３ 社会福祉法人北条市社
会福祉協議会

愛媛県北条市別府９３７
－１ 通所介護 北条市社協指定通所介

護事業所
愛媛県北条市別府９３７
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１２０００４８ 社会福祉法人東予市社
会福祉協議会

愛媛県東予市周布６０６
－１ 訪問入浴介護 東予市社会福祉協議会

訪問入浴介護事業所
愛媛県東予市周布６０６
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１２０００５５ 社会福祉法人東予市社
会福祉協議会

愛媛県東予市周布６０６
－１ 訪問介護 東予市社会福祉協議会

訪問介護事業所
愛媛県東予市周布６０６
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１２０００９７ 社会福祉法人東予市社
会福祉協議会

愛媛県東予市周布６０６
－１ 通所介護 東予市社協デイサービ

スセンターひまわり
愛媛県東予市周布６０６
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００４８ 社会福祉法人丹原町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 訪問介護 丹原町社協指定訪問介

護事業所
愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００５５ 社会福祉法人丹原町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 訪問入浴介護 丹原町社協指定訪問入

浴介護事業所
愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００６３ 社会福祉法人小松町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡小松町新
屋敷４８－１ 訪問介護 小松町社会福祉協議会

指定訪問介護事業所
愛媛県周桑郡小松町新
屋敷４８－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００７１ 社会福祉法人小松町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡小松町新
屋敷４８－１ 通所介護 小松町社会福祉協議会

指定通所介護事業所
愛媛県周桑郡小松町新
屋敷４８－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００８９ 社会福祉法人丹原町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 通所介護 丹原町社協指定通所介

護事業所
愛媛県周桑郡丹原町来
見２６－２ 平成１６年１０月３１日

３８７３３００１０１ 社会福祉法人中島町社
会福祉協議会

愛媛県温泉郡中島町大
浦３０８１－２ 訪問介護 中島町社会福祉協議会 愛媛県温泉郡中島町大

浦３０８１－２ 平成１６年１０月３１日

３８７３３００１０１ 社会福祉法人中島町社
会福祉協議会

愛媛県温泉郡中島町大
浦３０８１－２ 訪問入浴介護 中島町社会福祉協議会 愛媛県温泉郡中島町大

浦３０８１－２ 平成１６年１０月３１日

３８７３５００２２１ 社会福祉法人広田村社
会福祉協議会

愛媛県伊予郡広田村総
津３８７ 訪問介護 広田村ホームヘルプサ

ービスセンター
愛媛県伊予郡広田村総
津３９８ 平成１６年１１月１日

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号

１２８６
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�愛媛県告示第２５６５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９１条の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設の指定の辞退があった。

平成１６年１２月２８日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０１３９５ 生活協同組合コープえ
ひめ

愛媛県松山市朝生田町
３－１－１２

居宅介護
支援

コープえひめ指定
居宅介護支援事業
所松山

コープえひめ居宅
介護支援事業所松
山

愛媛県松山市朝生田
町３－１－１２

平成１６年
１０月１日

３８７１２０００１４ 医療法人社団門の内会 愛媛県東予市周布３３９ 居宅介護
支援

東予市在宅介護支
援センターコスモ
ス

西条市在宅介護支
援センターコスモ
ス

愛媛県東予市周布３３
８

平成１６年
１１月１日

３８７１２０００２２ 社会福祉法人亀天会 愛媛県東予市大野１９０
－１

居宅介護
支援

東予市在宅介護支
援センター亀天荘

西条市在宅介護支
援センター亀天荘

愛媛県東予市大野１９
０－１

平成１６年
１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２４４３ 特定非営利活動法人支
援センターえひめ

愛媛県松山市谷町甲６０
番地２

居宅介護
支援

ＮＰＯ支援センター
えひめ

愛媛県松山市姫原
三丁目８番２９

愛媛県松山市姫原
三丁目８番２９第８４
杉フラット３Ｆ３１
０

平成１６年
１１月１日

３８７０２０００８０ 医療法人隆典会 愛媛県今治市別名２７４ 居宅介護
支援

今治市在宅介護支援
センターシルビウス

愛媛県今治市別名
２６１

愛媛県今治市別名
２７２

平成１６年
１１月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０３０００７０ 医療法人三善会 愛媛県宇和島市堀端町
２－３９ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所風

阿
愛媛県宇和島市堀端町
２－３９ 平成１６年１０月３１日

３８７０６０００９９ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会

愛媛県西条市神拝甲１５
０－１ 居宅介護支援 社会福祉法人西条市社

会福祉協議会
愛媛県西条市神拝甲１５
０－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１１０００５７ 社会福祉法人北条市社
会福祉協議会

愛媛県北条市別府９３７
－１ 居宅介護支援 北条市社協指定居宅介

護支援事業所
愛媛県北条市別府９３７
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７１２０００３０ 社会福祉法人東予市社
会福祉協議会

愛媛県東予市周布６０６
－１ 居宅介護支援

東予市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業
所

愛媛県東予市周布６０６
－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００１４ 社会福祉法人小松町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡小松町新
屋敷４８－１ 居宅介護支援 小松町指定居宅介護支

援事業所
愛媛県周桑郡小松町新
屋敷４８－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３１０００３０ 社会福祉法人丹原町社
会福祉協議会

愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 居宅介護支援 丹原町社協指定居宅介

護支援事業所
愛媛県周桑郡丹原町池
田１７３３－１ 平成１６年１０月３１日

３８７３３０００１０ 社会福祉法人中島町社
会福祉協議会

愛媛県温泉郡中島町大
浦３０８１－２ 居宅介護支援

中島町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業
所

愛媛県温泉郡中島町大
浦３０８１－２ 平成１６年１０月３１日

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号

１２８７
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�愛媛県告示第２５７０号
愛媛県認定訓練助成事業費補助金（施設及び設備費）交付

規程（昭和４６年８月愛媛県告示第６９８号）の一部を次のよう

に改正し、平成１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条中「市町村」を「市町」に改め、「の各号」を削る

。

第３条、第５条並びに第７条第１項及び第２項中「市町村

」を「市町」に改める。

「市町村の名称及び長の氏名又は 「市

様式第１号中 職業訓練法人の名称及び所在地 を 業

並びにその代表者の氏名及び住所」 び

町の名称及び長の氏名又は職

訓練法人の名称及び所在地並 に改める。

にその代表者の氏名及び住所」

様式第２号中「 市町村 」を「 市町 」に改め、同様式注４中

「市町村」を「市町」に改める。

「市町村の名称及び長の氏名又は 「市

様式第４号中 職業訓練法人の名称及び所在地 を 業

並びにその代表者の氏名及び住所」 び

町の名称及び長の氏名又は職

訓練法人の名称及び所在地並 に改める。

にその代表者の氏名及び住所」

「市町村の名称及び長の氏名又は 「市

様式第５号中 職業訓練法人の名称及び所在地 を 業

並びにその代表者の氏名及び住所」 び

町の名称及び長の氏名又は職

訓練法人の名称及び所在地並 に改め、同様式注中「市町村

にその代表者の氏名及び住所」

」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５７１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商労

政課並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

デオデオ大洲店

大洲市東若宮１８番５

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社デオデオ

広島県広島市中区紙屋町二丁目１番８号

代表取締役 友則和寿

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社デオデオ

広島県広島市中区紙屋町二丁目１番８号

代表取締役 友則和寿

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年８月１６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２７５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５０台

イ 駐輪場の収容台数

３６台

ウ 荷さばき施設の面積

１０５．１平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 老 人
福祉施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護老 人 福 祉 施 設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３１０００９７ 道前福祉衛生事務組合 愛媛県西条市玉之江９９
２

介護老人福祉施
設 道前荘 愛媛県西条市小松町大

頭１１２７－１ 平成１６年１０月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１２８８８８ 医療法人社団富田外科
・胃腸科

愛媛県松山市東野２－
２－５

介護療養型医療
施設 富田外科・胃腸科 愛媛県松山市東野２－

２－５ 平成１６年１１月１０日

３８１０３２８２０７ 医療法人和霊町松浦内
科

愛媛県宇和島市和霊元
町２－４－２１

介護療養型医療
施設 和霊町松浦内科 愛媛県宇和島市和霊元

町二丁目４番２１号 平成１６年１１月１４日
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２６．９６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後８時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後８時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設においてにさばきを行うことができる

時間帯

午前８時から午後６時まで

２ 届出年月日

平成１６年１２月１５日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地

方局産業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告示

の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第２５７２号
えひめ伝統工芸士認定規程（昭和５６年１０月愛媛県告示第

１２５４号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日か

ら施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第５条中「関係市町村長」を「関係市町長」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５７３号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第

８３３号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日から

施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条及び第３条中「市町村」を「市町」に改める。

第４条中「市町村」を「市町」に、「一に」を「いずれか

に」に改める。

第５条から第８条まで、第１０条及び第１１条中「市町村」を

「市町」に改める。

様式第１号の�中「市町村名」を「市町名」に、「市町村
長 氏 名 �」を「市町長
�」に改める。
様式第２号の�３の表注３中「市町村」を「市町」に改め

る。

様式第３号の��の表区分の欄中「市町村負担金」を「市
町負担金」に改める。

様式第４号の�中「市町村」を「市町」に、「市町村長
氏 名�」を「市町長 �」
に改める。

様式第５号の�中「市町村名」を「市町名」に、「市町村
長 氏 名 �」を「市町長
�」に改め、同様式記５�の表区分の欄中「市町村負担金

」を「市町負担金」に改める。

様式第６号の�中「市町村」を「市町」に、「市町村長
氏 名�」を「市町長 �」
に改める。

様式第７号の�中「様式第７号の�」を「様式第７号の�
（第８条関係）」に、「市町村名」を「市町名」に、「市町

村長 氏 名 �」を「市町長
�」に、「および」を「及び」に改める。
様式第８号の�８の表委員手当の項区分の欄、同表農地調

査・農地基本台帳整備費の項同欄、同表業務費の項同欄及び

同表計の項同欄中「市町村実績額」を「市町実績額」に改め

る。

様式第９号の��の表市町村負担金の項区分の欄中「市町
村負担金」を「市町負担金」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５７４号
愛媛県自作農財産事務取扱交付金交付規程（昭和３２年１月

愛媛県告示第１４号）の一部を次のように改正し、平成１７年１

月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条、第３条第１項、第５条及び第６条中「市町村」を

「市町」に改める。

様式第１号の表市町村均等割の項区分の欄中「市町村均等

割」を「市町均等割」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５７５号
愛媛県国土調査補助金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示

第９７０号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日か

ら施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村又は」を「市町又は」に、「市町村等」

を「市町等」に、「行なう」を「行う」に改める。

第２条中「市町村等は」を「市町等は、」に改める。

第４条第１項中「市町村等」を「市町等」に改め、同条第

２項中「市町村等は」を「市町等は、」に改める。

第５条並びに第６条第１項及び第３項中「市町村等」を「
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市町等」に改める。

第７条中「市町村等」を「市町等」に、「すでに」を「既

に」に改める。

様式第１号中「第２条関係」を「第２条、様式第２号関係

」に、「市町村長」を「市町長」に改め、同様式３�中「市
町村費」を「市町費」に改める。

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第４条関係

）」に、「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事 殿」に

、「市町村長」を「市町長」に、「�」を「�」に、「およ
び」を「及び」に改める。

様式第３号中「市町村長」を「市町長」に改め、同様式別

紙（土地分類調査についての様式）及び同様式別紙（地籍調

査についての様式）中「市町村名」を「市町名」に改める。

様式第４号中「市町村長」を「市町長」に改め、同様式別

紙２�中「市町村」を「市町」に改め、同様式別紙２�中「
市町村費」を「市町費」に改める。

様式第５号中「様式第５号」を「様式第５号（第６条関係

）」に、「市町村長」を「市町長」に、「�」を「�」に改
める。

様式第６号中「市町村長」を「市町長」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５７６号
農業災害補償法第１４条の規定による事務費国庫負担金に係

る補助金交付規程（昭和３１年７月愛媛県告示第４４７号）の一

部を次のように改正し、平成１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第６条第３号中「市町村」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５７７号
天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に

関する補助金交付規程（昭和３３年７月愛媛県告示第６０９号）

の一部を次のように改正し、平成１６年８月１７日から９月８日

までの間の天災に係る補助金について適用し、同年８月１７日

前発生の天災に係る補助金については、なお従前の例による

。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第２項の表法第３条第１項第１号及び第７号の経費

の項Ｂの欄中「０．００９３７５（事業資金にあつては、０．００４５）」

を「０．０１６８７５」に、「０．００９３７５の」を「０．０１６８７５の」に、「

０．０１０３１２５」を「０．０１８５６２５」に改める。

様式第１号１�注５の表中
「 平成３年９

月１２日以降

平成５年５

月２６日以前

発生の天災

の場合

平成５年５

月２７日以降

平成６年４

月３０日以前

発生の天災

の場合

平成６年５

月１日以降

平成１０年９

月１４日以前

発生の天災

の場合

平成１０年９

月１５日以降

平成１１年９

月１２日以前

発生の天災

の場合

平成１１年９

月１３日以降

発生の天災

の場合

１．４６２５

２．２１２５

４．０８３７５

０．９７５

１．３１２５

２．１４５

０．９３７５

１．５３７５

２．４７５

０．９

０．９

０．９９

０．９３７５

０．９３７５

１．０３１２５

０．７１２５ ０．４５ ０．４５ ０．４５ ０．４５

を

」

「 平成１６年８

月１７日から

９月８日ま

での間の天

災の場合

１．６８７５

１．６８７５

１．８５６２５

－

に改める。

」

�������
�愛媛県告示第２５７８号
天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に

関する補助金交付規程（昭和３３年７月愛媛県告示第６０９号）

第１条の規定により、知事が指定する天災を平成１６年１１月１０

日次のとおり指定した。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年８月１７日から９月８日までの間の天災

�������
�愛媛県告示第２５７９号
天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に

関する補助金交付規程（昭和３３年７月愛媛県告示第６０９号）

の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日から施行する

。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に、「基き」を「基づき」

に、「基く」を「基づく」に改める。

第２条第１項中「市町村」を「市町」に改める。

第３条第１項及び第２項中「市町村長」を「市町長」に改

め、同条第３項中「市町村長」を「市町長」に改め、「の各

号」を削り、同項第１号中「市町村」を「市町」に、「写」

を「写し」に改め、同条第５項中「市町村長」を「市町長」

に改める。

第４条から第６条までの規定中「市町村」を「市町」に改

める。

第７条中「市町村」を「市町」に、「一に」を「いずれか

に」に、「もしくは」を「若しくは」に、「すでに」を「既

に」に改める。

様式第１号中「市（町村）長氏名」を「市（町）長」に改

め、同様式１�の表及び同表注２中「市町村利子補給率」を
「市町利子補給率」に改め、同様式１�の表中「市町村利子
補給額」を「市町利子補給額」に改め、同様式２�の表中「
市町村費」を「市町費」に改める。

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第３条関係

）」に、「市（町村）長氏名」を「市（町）長」に、「�」
を「�」に改め、同様式２損失補償実績の表及び同表注２、
同様式３�の表並びに同様式３�イの表中「市町村」を「市
町」に改め、同様式３�ウの注１中「市町村」を「市町」に
、「行なうにあたつて」を「行うに当たって」に、「または

」を「又は」に改め、同様式４アの表中「市町村費」を「市

町費」に改める。
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�愛媛県告示第２５８０号
大洲市土地改良区から許可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（農道）・東松ヶ花地区）の施

行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律

１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・東松ヶ花地区）計算書の写し

� 大洲市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１月４日から平成１７年２月１日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所

�������
�愛媛県告示第２５８１号
土地改良事務助成規程（昭和３０年１０月愛媛県告示第６８０号

）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日から施行す

る。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「基く」を「基づく」に、「市町村」を「市町」

に、「かかる」を「係る」に、「はかる」を「図る」に改め

る。

第８条中「所轄」を「、所轄」に、「市町村」を「市町」

に改める。

様式中「様式」を「様式（第２条関係）」に改め、

「
郡

町
を削り、「市町村」を「市町」に、「長 氏

村」

名 �」を、「長
�」に改め、同様式３中「または」を「又は」に改め、同様
式４の表中「および」を「及び」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５８２号
農地整備関係災害防止施設事業補助金交付規程（昭和３１年

１１月愛媛県告示第７７５号）の一部を次のように改正し、平成

１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に改める。

第１４条中「関係市町村長」を「関係市町長」に改める。

様式第２号�中「様式第２号�」を「様式第２号�（第３
条関係）」に、「および」を「及び」に、「市町村費」を「

市町費」に改め、同様式�注中「「備考」を、「、「備考」
に改める。

様式第２号�中「様式第２号�」を「様式第２号�（第３
条関係）」に、「および」を「及び」に、「市町村費」を「

市町費」に改め、同様式�注１中「道路線番号または」を「
、道路線番号又は」に改め、同様式�注２中「土堰堤」を「

せき せき

、土堰堤」に、「コンクリート堰堤」を「コンクリート堰堤

」に改める。

様式第９号（その１）中「様式第９号（その１）」を「様

式第９号（その１）（第８条関係）」に、「市町村費」を「

市町費」に改める。

様式第９号（その２）中「様式第９号（その２）」を「様

式第９号（その２）（第８条関係）」に、「石数および」を

「石数及び」に、「市町村費」を「市町費」に、「市町村お

よび」を「市町及び」に、「「地区名」を「、「地区名」に

改める。

別表�の項事業細目の欄中「市町村」を「市町」に改める
。

�������
�愛媛県告示第２５８３号
愛媛県単独土地改良事業補助金交付規程（昭和３２年１２月愛

媛県告示第９０６号）の一部を次のように改正し、平成１７年１

月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に改め、同条ただし書中「

別に」を「、別に」に改める。

第２条の表３の項補助率の欄中「市町村」を「市町」に改

める。

�������
�愛媛県告示第２５８４号
農地、農業用施設災害復旧事業補助金交付規程（昭和３７年

３月愛媛県告示第２５５号）の一部を次のように改正し、平成

１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第３条、様

式第１号関係）」に、「郡 村」を「郡 」に、「市

町村費」を「市町費」に、「路線番号」を「、路線番号」に

改める。

様式第２号の２中「村」を削る。

様式第８号中「市町村費」を「市町費」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５８５号
農用地等集団化事業補助金交付規程（昭和４０年２月愛媛県

告示第１４４号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６

日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条の表交換分合附帯農道事業の項補助事業の内容の欄

中「市町村」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５８６号
愛媛県経営体育成促進換地等調整事業補助金交付規程（昭

和４７年１１月愛媛県告示第１０９３号）の一部を次のように改正し

、平成１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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第１条中「市町村」を「市町」に改める。

様式第２号中「市町村費」を「市町費」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５８７号
愛媛県団体営土地改良事業補助金交付規程（昭和５３年２月

愛媛県告示第１７５号）の一部を次のように改正し、平成１７年

１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第２号中「市町村費」を「市町費」に、「関係市町村

名」を「関係市町名」に改める。

様式第３号、様式第７号及び様式第１２号中「市町村費」を

「市町費」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５８８号
改良普及員の駐在所の位置、名称及び担当区域の決定（昭

和４８年４月愛媛県告示第３７６号）の一部を次のように改正し

、平成１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表位置の欄中「中島町」を「松山市」に改め、同表担当区

域の欄中「中島町」を「松山市のうち中島粟井、宇和間、中

島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長師、饒、野

忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和及び吉木」に改める

。

�������
�愛媛県告示第２５８９号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛

県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月

１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第２項中「市町村」を「市町」に改める。

第４条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「

市町村」を「市町」に、「行なう」を「行う」に改める。

別表第１中「市町村」を「市町」に改める。

別表第２様式第１号（その２）、同表様式第２号、同表様

式第３号（その２）及び同表様式第５号（その２）中「村（

町）」を「町」に改め、同表様式第５号（その３）中「ばつ

すい」を「抜粋」に、「村（市）議会議決」を「町（市）議

会議決」に、「または」を「又は」に、「もしくは」を「若

しくは」に、「村（市）森林組合総会議決」を「 森林組

合総会議決」に、「村（市）森林組合理事会議決」を「

森林組合理事会議決」に改め、同表様式第６号及び同表様式

第７号（その２）中「村（町）」を「町」に改め、同表様式

第１０号及び同表様式第１１号中「（村）」を削り、同表様式第

１２号（その２）中「村（町）」を「町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５９０号
愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程（昭和４０年１１月

愛媛県告示第１０３７号）の一部を次のように改正し、平成１７年

１月１６日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に改

正前の愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程様式第１号

�、様式第５号�及び様式第６号の規定により提出されてい
る書類は、改正後の愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規

程様式第１号�、様式第５号�及び様式第６号の規定により
提出された書類とみなす。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村、」を「市町、」に、「市町村等」を「

市町等」に改める。

第３条、第４条第１項、第６条から第８条まで、第９条第

２項、第１１条、第１２条、第１３条第１項、第１４条及び第１５条中

「市町村等」を「市町等」に改める。

別表第１林業・木材産業構造改革推進事業の部２の項経費

の欄中「市町村推進事業費」を「市町推進事業費」に、「市

町村及び」を「市町及び」に改める。

別表第２林業経営構造対策事業の部１の項経費の欄中「市

町村」を「市町」に改め、同項�補助率の欄中「事業実施市
町村等」を「事業実施市町等」に改め、同部２の項経費の欄

中「市町村」を「市町」に改める。

別表第３木材産業構造改革事業の部１の項経費の欄中「市

町村」を「市町」に改め、同項�補助率の欄中「事業実施市
町村等」を「事業実施市町等」に改め、同部２の項経費の欄

中「市町村」を「市町」に改める。

別表第４しいたけ生産体制整備緊急対策事業の部１の項経

費の欄及び同部２の項同欄中「市町村」を「市町」に改める

。

別表第５一の表中「市町村推進事業」を「市町推進事業」

に改める。

様式第１号�２�の表及び同様式�２�の表中「市町村費
」を「市町費」に改め、同様式�４�の表中「市町村附帯事
務費」を「市町附帯事務費」に、「市町村費」を「市町費」

に改め、同様式�４�の表中「市町村附帯事務費」を「市町
附帯事務費」に改める。

様式第５号�３�の表中「市町村附帯事務費」を「市町附
帯事務費」に、「市町村費」を「市町費」に改め、同様式�
３�の表及び同様式�３�の表中「市町村附帯事務費」を「
市町附帯事務費」に改める。

様式第６号中「市町村名」を「市町名」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５９１号
愛媛県民有林災害林道復旧事業補助金交付規程（昭和６０年

１０月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正し、平成

１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５９２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１２月２８日

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号

１２９２



愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市黒瀬字長谷子乙７８３（次の図に示す部分に限る。

）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西条市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５９３号
愛媛県森林病害虫等防除事業補助金交付規程（昭和３８年７

月愛媛県告示第５１４号）の一部を次のように改正し、平成１７

年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条の２中「市町村」を「市町」に改める。

様式第１号中「村」を削る。

�������
�愛媛県告示第２５９４号
愛媛県単独治山事業補助金交付規程（昭和４５年７月愛媛県

告示第６９５号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６

日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に改正前の

愛媛県単独治山事業補助金交付規程様式第２号、様式第３号

及び様式第４号の規定により提出されている書類は、改正後

の愛媛県単独治山事業補助金交付規程様式第２号、様式第３

号及び様式第４号の規定により提出された書類とみなす。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に改める。

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第４条関係

）」に、「郡 村」を「郡 」に、「市町村道」を「

市町道」に、「記載」を「、記載」に改める。

様式第３号中「様式第３号」を「様式第３号（第６条関係

）」に改め、「村」を削る。

様式第４号中「様式第４号」を「様式第４号（第６条関係

）」に改め、「村」を削る。

様式第７号中「様式第７号」を「様式第７号（第９条関係

）」に改め、「村」を削る。

様式第９号中「様式第９号」を「様式第９号（第１１条関係

）」に改め、「村」を削る。

�������
�愛媛県告示第２５９５号
愛媛県次代検定林設定事業補助金交付規程（昭和４５年１０月

愛媛県告示第９６９号）の一部を次のように改正し、平成１７年

１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第１号中「様式第１号」を「様式第１号（第４条関係

）」に、「および」を「及び」に改め、「村」を削る。

様式第５号中「様式第５号」を「様式第５号（第６条、様

式第４号関係）」に、「および」を「及び」に改め、「村」

を削る。

�������
�愛媛県告示第２５９６号
愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付規程（昭和４６年９月愛

媛県告示第７９４号）の一部を次のように改正し、平成１７年１

月１６日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に改正

前の愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付規程様式第２号、様

式第３号、様式第４号及び様式第５号の規定により提出され

ている書類は、改正後の愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付

規程様式第２号、様式第３号、様式第４号及び様式第５号の

規定により提出されている書類とみなす。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「市町村」を「市町」に改める。

第２条第３号ア中「こえる市町村」を「超える市町村」に

改め、同号イ中「市町村」を「市町」に改める。

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第８条関係

）」に、「市町村長 氏 名�」を「市町長 �
」に改める。

様式第３号中「様式第３号」を「様式第３号（第８条関係

）」に改め、同様式（その１）中「市町村名」を「市町名」

に改め、同様式（その２）中「市町村名」を「市町名」に、

「市町村負担金」を「市町負担金」に改める。

様式第４号中「様式第４号」を「様式第４号（第８条関係

）」に、「市町村名」を「市町名」に、「何々議会」を「

議会」に改める。

様式第５号中「様式第５号」を「様式第５号（第８条関係

）」に、「市町村長」を「市町長」に、「（または」を「（

又は」に改め、同様式１の表中「市町村」を「市町」に、「

または」を「又は」に改め、同様式４中「または」を「又は

」に改め、同様式６中「市町村長」を「市町長」に、「行な

う」を「行う」に改める。

様式第６号中「市町村長 氏 名�」を「市町長
�」に改める。

様式第７号中「様式第７号」を「様式第７号（第１１条関係

）」に、「市町村長 氏 名�」を「市町長 �
」に、「および」を「及び」に改め、「村」を削る。

様式第８号中「市町村長 氏 名�」を「市町長
�」に改め、同様式４中「および」を「及び」に改める

。

様式第９号中「様式第９号」を「様式第９号（第１３条関係

）」に、「市町村名」を「市町名」に改め、「村」を削る。

様式第１０号中「様式第１０号」を「様式第１０号（第１３条関係

）」に、「市町村名」を「市町名」に改め、同様式１の表中

「市町村負担金」を「市町負担金」に改め、同様式２の表中

「何 何」を削り、同表注中「および」を「及び」に改

める。

様式第１１号中「市町村長 氏 名�」を「市町長
�」に改める。

様式第１２号（その１）中「市町村長 氏 名�」を「市
町長 �」に改め、同様式（その２）中「市町村名
」を「市町名」に改め、同様式（その３）中「市町村名」を
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「市町名」に、「市町村負担金」を「市町負担金」に改め、

同様式（その４）中「市町村名」を「市町名」に改め、同様

式１の表中「市町村負担金」を「市町負担金」に改め、同様

式２の表中「何 何」を削り、同表注中「および」を「

及び」に改める。

様式第１３号中「様式第１３号」を「様式第１３号（第１８条関係

）」に改め、「村」を削る。

�������
�愛媛県告示第２５９７号
愛媛県治山事業施行規程（昭和６１年３月愛媛県告示第４２７

号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日から施行

する。ただし、この告示の施行の際現に改正前の愛媛県治山

事業施行規程様式第１号の規定により提出されている書類は

、改正後の愛媛県治山事業施行規程様式第１号の規定により

提出された書類とみなす。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第１号（表）中「・村」を削る。

様式第３号中「市町村道」を「市町道」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５９８号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示

第１３８３号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日か

ら施行する。ただし、この告示の施行の際現に改正前の愛媛

県造林事業補助金交付規程様式第１号別紙及び様式第４号の

規定により提出されている書類は、改正後の愛媛県造林事業

補助金交付規程様式第１号別紙（その１）及び様式第４号の

規定により提出された書類とみなす。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第２項中「市町村」を「市町」に改め、同条第６項

中「市町村別生産調整対策水田面積」を「市町別生産調整対

策水田面積」に、「市町村の」を「市町の」に改める。

第３条第１項中「市町村の」を「市町の」に、「市町村長

」を「市町長」に改める。

第５条第１号ア中「市町村」を「市町」に改め、同号エ中

「市町村有林」を「市町有林」に改め、同条第２号ク、第３

号ア及びウ、第４号ア、第５号ア並びに第６号中「市町村」

を「市町」に改める。

第６条第１項第８号中「市町村」を「市町」に改め、同条

第３項及び第４項中「市町村長」を「市町長」に改める。

第９条第１項中「市町村長」を「市町長」に改める。

別表第１備考１ただし書中「市町村長」を「市町長」に改

め、同表備考２中「市町村内」を「市町内」に改める。

別表第２ １の表備考１中「市町村が」を「市町が」に、

「市町村等」を「市町等」に改め、同表備考３中「市町村」

を「市町」に改める。

様式第１号別紙（その１）中「市町村」を「市町」に改め

る。

様式第４号中「市町村長用」を「市町長用」に、「市町村

長 を」を「市町長 を」

に、
「市町村長

を
「市町長

に改める。

殿」 殿」

様式第７号中「村」を削る。

�������
�愛媛県告示第２５９９号
愛媛県居住地森林環境整備事業補助金交付規程（平成１５年

３月愛媛県告示第８０７号）の一部を次のように改正し、平成

１７年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項第２号及び第３号中「市町村」を「市町」に

改め、同条第４項中「市町村別生産調整対策水田面積」を「

市町別生産調整対策水田面積」に、「市町村の」を「市町の

」に改める。

第４条第１号中「市町村」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２６００号
森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審

査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部

を次のように改正し、平成１７年１月１６日から施行する。

この告示の施行の際現に改正前の森林整備工事に係る競争

入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱様式第１号

の規定により提出されている競争入札等参加資格審査申請書

は、改正後の森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格

及び資格審査に関する要綱様式第１号の規定により提出され

た競争入札等参加資格審査申請書とみなす。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第１号�及び�中「村」を削り、同様式�中「市町村
」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２６０１号
漁業法の規定に基く、海区漁業調整委員会の委員の選挙権

及び被選挙権を有する漁業従事者の範囲の拡張（昭和２５年６

月愛媛県告示第２６１号）の一部を次のように改正し、平成１７

年１月１６日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

「基き」を「基づき」に、「拡張する」を「拡張する。」

に、「市町村」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２６０２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、中島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
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愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

温泉郡中島大字上怒和甲８番１地先から同甲８２６番１

地先までの公有水面

� 区域

次の２点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに２

点と１８点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋３．５５メートル）の陸と公有水面との接する線に

より囲まれた区域及び次の２１点から４８点までを順次直線

で結んだ線並びに２１点と４８点を結ぶ春分の日及び秋分の

日の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．５５メートル）の陸と公有

水面との接する線により囲まれた区域

基点は、北緯３３度５９分３７秒、東経１３２度３３分４１秒の地

点

２点は、基点から真北３０５度３０分００秒５２．００メートル

の地点

３点は、２点から真北３１５度２０分００秒７４．３０メートル

の地点

４点は、３点から真北３１９度３０分００秒２１．００メートル

の地点

５点は、４点から真北３３０度３０分００秒２０．５０メートル

の地点

６点は、５点から真北３３３度４０分００秒１０．００メートル

の地点

７点は、６点から真北３２９度５０分００秒２２．１０メートル

の地点

８点は、７点から真北２９７度４０分００秒２２．００メートル

の地点

９点は、８点から真北２９３度００分００秒１２３．３０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２７９度００分００秒２１．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２５２度５０分００秒２０．００メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２３２度３０分００秒１１．３０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２１１度３０分００秒１９．００メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１９４度３０分００秒１１．３０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１８５度４０分００秒２４．８０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北１８４度３０分００秒２０．００メートル

の地点

１７点は、１６点から真北１８７度３０分００秒１６．４０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２０５度３０分００秒２５．２０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２３９度４０分００秒２４．００メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２５５度５０分００秒７４．００メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２６６度１０分００秒１９．００メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２７８度４０分００秒１９．００メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２９６度３０分００秒２０．１０メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２９４度１０分００秒３８．５０メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２９４度４０分００秒２２．００メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２９９度３０分００秒１９．００メートル

の地点

２７点は、２６点から真北３０７度３０分００秒１９．００メートル

の地点

２８点は、２７点から真北３１２度３０分００秒４１．３０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２８８度４０分００秒１５．５０メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２４１度００分００秒１５．５０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２１７度４０分００秒２２．２０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２３０度００分００秒１７．４０メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２５２度００分００秒１９．３０メートル

の地点

３４点は、３３点から真北２６３度００分００秒１７．３０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北２６７度３０分００秒３０．５０メートル

の地点

３６点は、３５点から真北２５８度４０分００秒２０．５０メートル

の地点

３７点は、３６点から真北２４２度００分００秒２１．４０メートル

の地点

３８点は、３７点から真北２１９度３０分００秒２０．６０メートル

の地点

３９点は、３８点から真北２１７度２０分００秒２０．８０メートル

の地点

４０点は、３９点から真北２０２度３０分００秒２１．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北２０１度３０分００秒１２０．５０メートル

の地点

４２点は、４１点から真北２０１度１０分００秒９１．００メートル

の地点

４３点は、４２点から真北２０９度５０分００秒２０．３０メートル

の地点

４４点は、４３点から真北２２０度００分００秒２２．５０メートル

の地点

４５点は、４４点から真北２２６度００分００秒１９．００メートル

の地点
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４６点は、４５点から真北２２５度００分００秒２０．００メートル

の地点

４７点は、４６点から真北２２７度００分００秒２０．３０メートル

の地点

４８点は、４７点から真北２３０度３０分００秒１９．６０メートル

の地点

� 面積

９，８３７．９８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５６年３月１２日 愛媛県指令河第３０号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年１２月２８日

�������
�愛媛県告示第２６０３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、中島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａ工区

温泉郡中島町大字津和地４５６６番２地先から同２９１８番

１地先までの公有水面

イ Ｂ工区

温泉郡中島町大字津和地４５５３番３地先から同２８９９番

１地先までの公有水面

ウ Ｃ工区

温泉郡中島町大字津和地２５２４番１地先から同２３５６番

１地先までの公有水面

エ Ｄ工区

温泉郡中島町大字津和地２３２５番１地先から同４２８４番

２地先までの公有水面

� 区域

ア Ａ工区

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線並びに

７点と１点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域、並びに次の８点から２１点までを

順次直線で結んだ線並びに８点と２１点を結ぶ春分の日

及び秋分の日の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．５８メートル）の

陸と公有水面の接する線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字津和地２９４７番１に設置の標

識杭）は、北緯３３度５９分１４秒、東経１３２度３０分２５秒の

地点

１点は、基点から真北３４６度２０分００秒２０．５０メート

ルの地点

２点は、１点から真北３２９度３０分００秒８．３０メートル

の地点

３点は、２点から真北３１８度００分００秒８．００メートル

の地点

４点は、３点から真北３０５度３０分００秒５．１０メートル

の地点

５点は、４点から真北２９１度３０分００秒５．８０メートル

の地点

６点は、５点から真北２８２度３０分００秒６．１０メートル

の地点

７点は、６点から真北２５７度３０分００秒１３．１０メート

ルの地点

８点は、７点から真北２９３度３０分００秒７．６０メートル

の地点

９点は、８点から真北３３８度１０分００秒３．５０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２７７度３０分００秒１４．３０メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北２７３度００分００秒５．３０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２６６度３０分００秒８．００メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２６０度００分００秒７．５０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２５５度４０分００秒４．７０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２４９度３０分００秒１１．８０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北２４２度００分００秒１１．１０メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北２３６度３０分００秒２１．３０メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北２４２度００分００秒６．６０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２４０度３０分００秒５．７０メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２５７度００分００秒５．８０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２７０度００分００秒９．４０メートル

の地点

イ Ｂ工区

次の１点から４点までを順次直線で結んだ線並びに

１点と４点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字津和地４５５３番３地先の海岸

保全施設に設置の標識杭）は、北緯３３度５９分１６秒、東

経１３２度３０分１４秒の地点

１点は、基点から真北２０７度００分００秒３６．３０メート

ルの地点
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２点は、１点から真北１９６度００分００秒７．２０メートル

の地点

３点は、２点から真北１８３度３０分００秒１３．９０メート

ルの地点

４点は、３点から真北１８９度００分００秒９．２０メートル

の地点

ウ Ｃ工区

次の１点から１７点までを順次直線で結んだ線並びに

１点と１７点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字津和地２５１６番１に設置の標

識杭）は、北緯３３度５８分５６秒、東経１３２度２９分５９秒

１点は、基点から真北１１度００分００秒２１．９メートルの

地点

２点は、１点から真北２３１度３０分００秒１１．１０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２４０度００分００秒７．２０メートル

の地点

４点は、３点から真北２４７度００分００秒６．７０メートル

の地点

５点は、４点から真北２５５度００分００秒６．００メートル

の地点

６点は、５点から真北２６４度００分００秒４．９０メートル

の地点

７点は、６点から真北２７１度００分００秒４．８０メートル

の地点

８点は、７点から真北２６１度３０分００秒６．３０メートル

の地点

９点は、８点から真北２５０度３０分００秒６．２０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２４１度３０分００秒６．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２３０度３０分００秒５．４０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２２１度００分００秒７．６０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２０８度００分００秒８．００メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１９６度３０分００秒７．８０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１８８度３０分００秒１５．３０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北１９３度００分００秒８．００メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２０７度５０分００秒５．７０メートル

の地点

エ Ｄ工区

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線並びに

１点と７点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域、次の８点から２０点までを順次直

線で結んだ線並びに８点と２０点を結ぶ春分の日及び秋

分の日の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公

有水面との接する線により囲まれた区域、次の２１点か

ら２７点までを順次直線で結んだ線並びに２１点と２７点を

結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．５８

メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域、次の２８点から４５点までを順次直線で結んだ線

並びに２８点と４５点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮

位（Ｔ．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接

する線により囲まれた区域、並びに次の４６点から４７点

までを直線で結んだ線並びに４６点と４７点を結ぶ春分の

日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．５８メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字津和地４２９５番１に設置の標

識杭）は、北緯３３度５８分５３秒、東経１３２度２９分５７秒

１点は、基点から真北３８度００分００秒１３．８０メートル

の地点

２点は、１点から真北２７７度３０分００秒６．４０メートル

の地点

３点は、２点から真北２９１度３０分００秒９．８０メートル

の地点

４点は、３点から真北３０７度３０分００秒９．６０メートル

の地点

５点は、４点から真北３１４度００分００秒１９．５０メート

ルの地点

６点は、５点から真北２９７度００分００秒１０．００メート

ルの地点

７点は、６点から真北２８０度００分００秒５．７０メートル

の地点

８点は、７点から真北２７４度３０分００秒１３．００メート

ルの地点

９点は、８点から真北２５２度００分００秒８．８０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２４１度００分００秒７．６０メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２４７度３０分００秒４．４０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２５７度００分００秒３．００メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２６５度００分００秒４．３０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２７７度３０分００秒４．５０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２８３度３０分００秒６．２０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２９７度００分００秒４．３０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北３０８度００分００秒７．２０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北３１９度００分００秒９．６０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北３０８度３０分００秒３．８０メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２９６度３０分００秒５．４０メートル
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の地点

２１点は、２０点から真北２８２度３０分００秒１５．１０メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北２６２度３０分００秒５．９０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２５８度００分００秒３．４０メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２５１度３０分００秒７．８０メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２４１度００分００秒１６．３０メート

ルの地点

２６点は、２５点から真北２４２度３０分００秒１０．８０メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北２２２度３０分００秒１１．００メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北２１４度００分００秒３．６０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２１２度３０分００秒５．００メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２０５度００分００秒６．４０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２００度３０分００秒７．４０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北１９１度３０分００秒１６．７０メート

ルの地点

３３点は、３２点から真北１９４度００分００秒１７．１０メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北１８８度００分００秒７．５０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北１７８度００分００秒１５．６０メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北１６２度００分００秒５．６０メートル

の地点

３７点は、３６点から真北１５６度００分００秒３３．９０メート

ルの地点

３８点は、３７点から真北１５２度００分００秒１１．００メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北１４２度３０分００秒４．９０メートル

の地点

４０点は、３９点から真北１３６度３０分００秒２３．００メート

ルの地点

４１点は、４０点から真北１４２度００分００秒５．６０メートル

の地点

４２点は、４１点から真北１５１度３０分００秒８．４０メートル

の地点

４３点は、４２点から真北１６２度００分００秒６．６０メートル

の地点

４４点は、４３点から真北１７４度３０分００秒２７．９０メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北１５９度００分００秒８．６０メートル

の地点

４６点は、４５点から真北１３２度３０分００秒２６．２０メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北１１３度００分００秒２．４０メートル

の地点

� 面積

４，３３０．２５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６２年４月１日 愛媛県指令河第１３９号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年１２月２８日

�������
�愛媛県告示第２６０４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、中島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａ箇所

温泉郡中島町大字津和地４００９番１地先から同１６９７番

地先までの公有水面

イ Ｂ箇所

温泉郡中島町大字津和地１７７６番地先から同４１１８番１

地先までの公有水面

ウ Ｃ箇所

温泉郡中島町大字津和地４１１９番１地先の公有水面

エ Ｄ箇所

温泉郡中島町大字津和地１７９１番地先から同４１２６番１

地先までの公有水面

オ Ｅ箇所

温泉郡中島町大字津和地４１２６番１地先から同４１２８番

地先までの公有水面

� 区域

ア Ａ箇所

次の２点から３２点までを順次直線で結んだ線並びに

２点と３２点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

基点は、北緯３３度５８分３９秒、東経１３２度３０分５０秒の

地点

２点は、基点から真北２３８度１０分００秒１３４．７０メート

ルの地点

３点は、２点から真北１９６度３０分００秒１２．６０メート

ルの地点

４点は、３点から真北２１１度００分００秒１５．５０メート
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ルの地点

５点は、４点から真北２０６度００分００秒１３．３０メート

ルの地点

６点は、５点から真北２０４度２０分００秒８．６０メートル

の地点

７点は、６点から真北１９６度００分００秒１４．００メート

ルの地点

８点は、７点から真北１８０度３０分００秒１４．４０メート

ルの地点

９点は、８点から真北１６８度３０分００秒１１．００メート

ルの地点

１０点は、９点から真北１６９度００分００秒１８．３０メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１７６度３０分００秒２１．９０メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北１９５度００分００秒３４．００メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北２１５度３０分００秒２８．２０メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北２２３度４０分００秒２０．５０メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北２６８度２０分００秒２５．００メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北２６０度３０分００秒１８．８０メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北２７４度００分００秒４９．２０メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北２４９度３０分００秒４８．８０メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北２７７度３０分００秒１２．６０メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北２８６度００分００秒７．２０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北３００度００分００秒９．２０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北３０９度００分００秒１２．８０メート

ルの地点

２３点は、２２点から真北３００度４０分００秒１２．９０メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北２８３度００分００秒１５．５０メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北２７３度００分００秒５８．７０メート

ルの地点

２６点は、２５点から真北２７３度４０分００秒１２２．３０メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北２７１度００分００秒１６．５０メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北２６９度４０分００秒１１４．３０メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２６５度００分００秒１６．６０メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北２６０度００分００秒１５．２０メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北２５５度３０分００秒１６．４０メート

ルの地点

３２点は、３１点から真北２５６度３０分００秒３９．００メート

ルの地点

イ Ｂ箇所

次の３５点から７０点までを順次直線で結んだ線並びに

３５点と７０点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

３５点は、３２点から真北２３８度４０分００秒６８．７０メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北２１９度３０分００秒１７．９０メート

ルの地点

３７点は、３６点から真北２０６度００分００秒１３．００メート

ルの地点

３８点は、３７点から真北１９７度００分００秒１９．７０メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北１９１度３０分００秒２０．００メート

ルの地点

４０点は、３９点から真北１７８度３０分００秒２０．１０メート

ルの地点

４１点は、４０点から真北１５７度００分００秒１３．８０メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北１９１度３０分００秒１３．２０メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北１７５度００分００秒１５．００メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北２０３度３０分００秒１６．２０メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北２０６度００分００秒５０．３０メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北１９５度４０分００秒１４．５０メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北１８１度２０分００秒１４．３０メート

ルの地点

４８点は、４７点から真北１７０度３０分００秒１６．９０メート

ルの地点

４９点は、４８点から真北１７５度００分００秒１６．００メート

ルの地点

５０点は、４９点から真北１８４度３０分００秒１６．４０メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北１８８度３０分００秒５２．２０メート

ルの地点

５２点は、５１点から真北１７７度３０分００秒１７．００メート

ルの地点

５３点は、５２点から真北１５９度３０分００秒１６．９０メート

ルの地点

５４点は、５３点から真北１５６度１０分００秒１０．３０メート

ルの地点

５５点は、５４点から真北１６３度００分００秒９．６０メートル

の地点

５６点は、５５点から真北１７８度３０分００秒１１．１０メート

ルの地点
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５７点は、５６点から真北１８４度００分００秒７．００メートル

の地点

５８点は、５７点から真北１８３度３０分００秒１２．３０メート

ルの地点

５９点は、５８点から真北１９１度００分００秒１３．００メート

ルの地点

６０点は、５９点から真北２０７度３０分００秒１１．１０メート

ルの地点

６１点は、６０点から真北２３１度１０分００秒１２．２０メート

ルの地点

６２点は、６１点から真北２４３度００分００秒１０．２０メート

ルの地点

６３点は、６２点から真北２５６度３０分００秒８．３０メートル

の地点

６４点は、６３点から真北２７０度００分００秒８．１０メートル

の地点

６５点は、６４点から真北２８３度１０分００秒８．７０メートル

の地点

６６点は、６５点から真北２８９度００分００秒２７．７０メート

ルの地点

６７点は、６６点から真北２８０度００分００秒８．２０メートル

の地点

６８点は、６７点から真北２６０度３０分００秒１０．８０メート

ルの地点

６９点は、６８点から真北２３９度３０分００秒９．２０メートル

の地点

７０点は、６９点から真北２２８度００分００秒４０．１０メート

ルの地点

ウ Ｃ箇所

次の７１点から７７点までを順次直線で結んだ線並びに

７１点と７７点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

７１点は、７０点から真北２５７度３０分００秒２０．７０メート

ルの地点

７２点は、７１点から真北２８２度３０分００秒９．６０メートル

の地点

７３点は、７２点から真北２９９度００分００秒１１．２０メート

ルの地点

７４点は、７３点から真北３０７度４０分００秒１２．００メート

ルの地点

７５点は、７４点から真北３０１度３０分００秒７．６０メートル

の地点

７６点は、７５点から真北２９５度００分００秒７．８０メートル

の地点

７７点は、７６点から真北２８１度５０分００秒１０．９０メート

ルの地点

エ Ｄ箇所

次の７８点から８７点までを順次直線で結んだ線並びに

７８点と８７点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

７８点は、７７点から真北２７０度００分００秒７９．４０メート

ルの地点

７９点は、７８点から真北２６５度００分００秒２２．４０メート

ルの地

８０点は、７９点から真北２６１度００分００秒１７．３０メート

ルの地点

８１点は、８０点から真北２５３度３０分００秒２５．４０メート

ルの地点

８２点は、８１点から真北２４８度３０分００秒１０．００メート

ルの地点

８３点は、８２点から真北２４８度００分００秒２３．８０メート

ルの地点

８４点は、８３点から真北２４２度３０分００秒７．５０メートル

の地点

８５点は、８４点から真北２３６度１０分００秒１０．８０メート

ルの地点

８６点は、８５点から真北２１４度３０分００秒１０．００メート

ルの地点

８７点は、８６点から真北２２５度３０分００秒２４．００メート

ルの地点

オ Ｅ箇所

次の８８点から９４点までを順次直線で結んだ線並びに

８８点と９４点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．５８メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

８８点は、８７点から真北２３５度３０分００秒６．６０メートル

の地点

８９点は、８８点から真北２４９度３０分００秒７．９０メートル

の地点

９０点は、８９点から真北２６４度００分００秒８．６０メートル

の地点

９１点は、９０点から真北２７５度３０分００秒１０．１０メート

ルの地点

９２点は、９１点から真北２８４度００分００秒８．５０メートル

の地点

９３点は、９２点から真北２８０度００分００秒９．２０メートル

の地点

９４点は、９３点から真北２９０度３０分００秒１８．５０メート

ルの地点

� 面積

７，０８６．０５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５９年４月２日 愛媛県指令河第８３号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年１２月２８日

�愛媛県告示第２６０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号

１３００



��������������

��������������

��������������

��������������

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 六軒家石手線
松山市道後湯之町甲１５６３番１から

同市道後湯之町甲１６１２番７まで

旧 ７．２～２８．４ ０．２０９

新 ８．０～２７．６ ０．２０９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 六軒家石手線
松山市道後湯之町甲１６０５番７から

同市道後湯之町甲１６１２番７まで
平成１６年１２月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字中久保６６６４番地先から

同字６６９８番地先まで
平成１６年１２月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡肱川町大字山鳥坂１１９９番５から

同大字１１２０番５まで

旧 ４．１～９．５ ０．１８０

新 ２０．１～４３．０ ０．１８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡肱川町大字山鳥坂１１９９番５から

同大字１１２０番５まで
平成１６年１２月２８日

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号
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�愛媛県告示第２６１２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、菊間都市計画

道路（Ｉ）小１西浜新田線及び７・７・１下本町通線の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２６１４号
愛媛県屋外広告物審議会規程（昭和３６年２月愛媛県告示第

１３８号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日から

施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第３条第３号中「市町村長」を「市町長」に改める。

�������
�愛媛県告示第２６１５号
県営住宅の名称及び位置（平成１３年１０月愛媛県告示第１６４７

号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１日から施行

する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１の表鹿峰団地の項位置の欄中「北条市」を「松山市」に

改め、同表中須賀団地の項同欄中「北条市中須賀」を「松山

市河野中須賀」に改める。

�愛媛県告示第２６１０号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築

工事を次のとおり完了する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６１１号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）附則第４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる旧

過疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事

を次のとおり完了する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 完了年月日

西 予 市 市 道 阿下釜川線
西予市野村町阿下２号９１３番３から

同町阿下２号７３８番２まで
改 築 平成１６年１２月２７日

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 完了年月日

河 辺 村 村 道 河辺御祓線
喜多郡肱川町大字山鳥坂４２７８番１から

同郡河辺村大字山鳥坂１７３４番まで
改 築 平成１６年１２月１７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第４２号

平成１６年１２月１５日
伊予市八倉字北久保１１３番１

松山市富久町３３６番地１
有限会社 ミート伊藤
代表取締役 伊 藤 誠 治

１６松局伊土検（開）第４３号

平成１６年１２月１５日
伊予郡砥部町三角１１番１、１１番２、１２番１、１２番３及び１３番１

大分県大分市三川新町一丁目１番４５号
株式会社 ジョイフル
代表取締役 穴 見 陽 一

愛 媛 県 報平成１６年１２月２８日 第１６２２号

１３０２



訓 令

�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治市、

大洲市、伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和郡鬼北町の

設置に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める

。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治

市、大洲市、伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和

郡鬼北町の設置に伴う関係訓令の整備に関する訓令

（土木に関する受託事務処理規程の一部改正）

第１条 土木に関する受託事務処理規程（昭和３０年愛媛県訓

令第１２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「市町村」を「市町」に、「基いて」を「基づ

いて」に改める。

第２条中「市町村」を「市町」に改める。

（愛媛県報発行規程の一部改正）

第２条 愛媛県報発行規程（昭和３１年愛媛県訓令第６号）の

一部を次のように改正する。

第８条第１項第３号中「県内市町村」を「県内市町」に

改める。

（愛媛県土木工事直営施行規程の一部改正）

第３条 愛媛県土木工事直営施行規程（昭和３３年愛媛県訓令

第２号）の一部を次のように改正する。

様式第３号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に改め、「村」を削り、同様式註中「註」を「注」

に改める。

様式第５号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事
ちょく

殿」に改め、「村」を削り、「進捗率」を「進捗率」に

改め、同様式註中「註」を「注」に改め、同様式註１中「

工費」を「、工費」に改める。

様式第６号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に改め、「村」を削り、同様式註中「註」を「注」

に改める。

様式第７号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に改め、「村」を削り、同様式註中「註」を「注」
ちょく

に改め、同様式註１中「進捗」を「進捗」に改め、同様式

註２中「でき得る限り」を「、できる限り」に改める。

様式第８号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事

殿」に改め、「村」を削る。

様式第１０号中「村」を削り、同様式註中「註」を「注」

に改める。

様式第１３号中「様式第１３号」を「様式第１３号（第１４条関

係）」に、「市 村」を「市 」に改め、同様式註

中「註」を「注」に改める。

様式第１３号の２中「様式第１３号の２」を「様式第１３号の

２（第１４条関係）」に、「市 村」を「市 」に、

「通り」を「とおり」に改める。

（官報報告規程の一部改正）

第４条 官報報告規程（昭和３９年愛媛県訓令第４３号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表６の項左欄の欄中「市町村」を「市町」に改

める。

様式第３号及び様式第１１号中「・ 村」を削る。

（保健所長に対する事務委任規程の一部改正）

第５条 保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓

令第８号）の一部を次のように改正する。

本則各号列記以外の部分中「市町村」を「市町」に改め

る。

本則第７３号の１１中「市町村長」を「市町長」に改め、本

則第９５号の６から第９５号の８まで及び第９５号の１１中「市町

村」を「市町」に改める。

（愛媛県研修所規程の一部改正）

第６条 愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の

一部を次のように改正する。

第１６条第２項中「市町村吏員」を「市町吏員」に改める

。

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第７条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号

）の一部を次のように改正する。

別表第１ ７の部１１の項事項の欄中「市町村費」を「市

町費」に改め、同表９の部事務の種類の欄、同部１の項事

項の欄、同部２の項同欄、同部３の項同欄、同部４の項同

欄、同部５の項同欄、同部６の項同欄、同部７の項同欄、

同部８の項同欄、同部９の項同欄及び同部１０の項同欄中「

市町村」を「市町」に改める。

別表第２市町村課の表１の部１の項�事項の欄及び同部
２の項�同欄中「市町村」を「市町」に改め、同項�同欄
中「町村を市とし、又は村を町」を「町を市」に改め、同

項�同欄中「市町村」を「市町」に改め、同項�同欄及び
同部３の項�同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同
項�同欄中「市町村」を「市町」に改め、同部５の項�同
欄中「市町村の」を「市町の」に、「承継市町村」を「承

継市町」に改め、同部６の項同欄中「市町村」を「市町」

に改め、同表３の部１の項同欄中「市町村長」を「市町長

」に改め、同部２の項同欄中「市町村」を「市町」に改め

、同部１２の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同

部１３の項同欄中「関係市町村長」を「関係市町長」に改め

、同部１４の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同

表４の部１の項同欄、同部２の項同欄及び同部３の項同欄

中「市町村債」を「市町債」に改め、同表５の部１の項同

欄、同部２の項同欄、同部３の項同欄、同部４の項同欄、

同部５の項同欄、同部６の項同欄、同部７の項同欄、同表

６の部１の項同欄、同表７の部１の項同欄及び同表８の部

１の項同欄中「市町村」を「市町」に改め、同部２の項同

欄中「市町村公営企業」を「市町公営企業」に改め、同表

９の部１の項同欄、同表１０の部１の項同欄、同部２の項同

欄、同部３の項同欄及び同部４の項同欄中「市町村」を「

市町」に改め、同表１１の部１の項同欄中「市町村長」を「

市町長」に改め、同部２の項同欄中「関係市町村長」を「

関係市町長」に改め、同部３の項�同欄中「市町村長」を
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「市町長」に改め、同部４の項同欄中「市町村税」を「市

町税」に改め、同表１２の部事務の種類の欄中「国有資産等

所在市町村交付金法」を「国有資産等所在市町村交付金及

び納付金に関する法律」に改め、同部１の項事項の欄中「

市町村の」を「市町の」に改め、「の交付」の下に「又は

日本郵政公社有資産所在市町村交付金の納付」を加え、「

関係市町村長」を「関係市町長」に、「国有資産等所在市

町村交付金法施行令」を「国有資産等所在市町村交付金及

び納付金に関する法律施行令」に改め、同表１３の部２の項

同欄及び同表１４の部１の項同欄中「市町村長」を「市町長

」に改め、同表１５の部３の項同欄及び同表１７の部９の項同

欄中「市町村」を「市町」に改め、同表１８の部２の項同欄

中「関係市町村」を「関係市町」に改め、同表２２の部２の

項同欄中「関係市町村長」を「関係市町長」に改め、同表

２３の部１の項同欄及び同部２の項同欄中「市町村」を「市

町」に改め、同表２５の部３の項同欄中「関係市町村」を「

関係市町」に改め、同表２７の部事務の種類の欄及び同部１

の項事項の欄中「市町村」を「市町」に改める。

別表第２消防防災安全課の表１の部４の項事項の欄中「

市町村」を「市町」に改め、同部６の項同欄中「市町村相

互間」を「市町相互間」に改め、同部７の項同欄中「市町

村消防」を「市町消防」に改め、同部９の項同欄及び同部

１０の項同欄中「市町村」を「市町」に改め、同部１２の項同

欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同表４の部２の項

�同欄、同項�同欄、同項�同欄、同項�同欄及び同項�
同欄中「製造所等」を「移送取扱所」に改め、同項�同欄
中「市町村長」を「市町長」に改め、同項�同欄中「製造
所等」を「移送取扱所」に改め、同項�同欄中「屋外タン
ク貯蔵所等」を「移送取扱所」に改め、「、第２項」を削

り、同項	同欄中「製造所等」を「移送取扱所」に改め、
「、第４項」を削り、同項
同欄中「製造所等」を「移送
取扱所」に改める。

別表第２危機管理室の表１の部１の項事項の欄中「市町

村防災会議」を「市町防災会議」に改め、同部５の項同欄

中「市町村地域防災計画」を「市町地域防災計画」に改め

、同部１１の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同

部１２の項同欄中「市町村長等」を「市町長等」に改め、同

部１６の項同欄及び同部１７の項同欄中「市町村長」を「市町

長」に改め、同表３の部１の項同欄、同部２の項同欄及び

同部３の項同欄中「市町村」を「市町」に改め、同表４の

部１の項�同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同項
�同欄中「市町村長等」を「市町長等」に改め、同部３の
項�同欄中「市町村」を「市町」に改め、同部４の項�同
欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同項�同欄中「市
町村長等」を「市町長等」に改める。

別表第２環境政策課の表１２の部２の項�事項の欄、同部
３の項�同欄、同表１３の部２の項�同欄、同部４の項同
欄、同部７の項�同欄、同部８の項�同欄、同表２２の部３
の項�同欄、同項�同欄、同表２５の部１の項�同欄及び同
部２の項�同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同項
�同欄中「生活排水対策推進市町村」を「生活排水対策推
進市町」に改め、同表２６の部５の項同欄中「市町村」を「

市町」に改め、同表２９の部７の項�同欄中「市町村長」を

「市町長」に改める。

別表第２廃棄物対策課の表３の部１の項�事項の欄中「
関係市町村」を「関係市町」に改め、同部２の項�同欄及
び同部６の項�同欄中「関係市町村長」を「関係市町長」
に改め、同表４の部１の項�同欄及び同部２の項�同欄中
「関係市町村」を「関係市町」に改める。

別表第２自然保護課の表７の部１４の項事項の欄中「市町

村」を「市町」に改める。

別表第２保健福祉課の表４の部１の項事項の欄中「市町

村長」を「市町長」に改め、同部２の項同欄中「市町村」

を「市町」に改め、同表６の部３の項�同欄中「町村福祉
事務所」を「町福祉事務所」に改める。

別表第２健康増進課の表５の部１の項�事項の欄中「市
町村等」を「市町等」に改める。

別表第２子育て支援課の表７の部７の項事項の欄中「市

町村児童扶養手当事務」を「市町児童扶養手当事務」に改

める。

別表第２障害福祉課の表７の部７の項事項の欄中「市町

村特別児童扶養手当事務」を「市町特別児童扶養手当事務

」に改める。

別表第２国民健康保険室の表３の部１の項�事項の欄中
「市町村長」を「市町長」に改める。

別表第２産業政策課の表９の部１５の項事項の欄中「特定

市町村」を「特定市町」に改める。

別表第２労政雇用課の表１５の部１の項�事項の欄中「関
係市町村長」を「関係市町長」に改める。

別表第２雇用対策室の表４の部１の項�事項の欄中「関
係市町村長」を「関係市町長」に改める。

別表第２経営支援課の表１１の部２の項事項の欄中「関係

市町村」を「関係市町」に改め、同表２８の部６の項同欄、

同部７の項同欄、同部１０の項同欄及び同部１１の項同欄中「

市町村」を「市町」に改める。

別表第２観光課の表３の部４の項事項の欄中「関係市町

村」を「関係市町」に改め、同表６の部１の項同欄中「市

町村」を「市町」に改め、同表１４の部２の項同欄中「関係

市町村」を「関係市町」に改める。

別表第２農政課の表７の部１の項事項の欄中「市町村等

農業者年金業務」を「市町等農業者年金業務」に改め、同

表８の部３の項同欄中「実施市町村」を「実施市町」に改

め、同表１０の部１の項�同欄中「推進事業対象市町村等」
を「推進事業対象市町等」に改め、同表１２の部１の項�同
欄及び同表１３の部１の項同欄中「市町村」を「市町」に改

め、同表１５の部３の項�同欄中「市町村等」を「市町等」
に改め、同表１７の部３の項同欄中「市町村」を「市町」に

改める。

別表第２中山間対策室の表２の部１の項�事項の欄中「
事業実施市町村」を「事業実施市町」に改め、同表５の部

２の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同項�同
欄中「市町村間」を「市町間」に改め、同表６の部事務の

種類の欄中「中山間地域等直接支払推進事業実施要領」を

「中山間地域等直接支払推進交付金実施要領」に改める。

別表第２農地整備課の表４の部２の項事項の欄中「市町

村長」を「市町長」に改める。
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別表第２農業経営課の表１の部４の項�事項の欄中「同
意市町村」を「同意市町」に改める。

別表第２農産園芸課の表８の部１の項事項の欄中「市町

村別」を「市町別」に改め、同表９の部１の項�同欄中「
実施市町村」を「実施市町」に改める。

別表第２漁港課の表３の部１の項�事項の欄中「市町村
長」を「市町長」に改め、同表４の部１の項�同欄中「市
町村工事関係」を「市町工事関係」に改め、同項�イ同欄
中「市町村」を「市町」に改める。

別表第２土木管理課の表６の部１０の項事項の欄、同表７

の部６の項同欄及び同部１２の項同欄中「市町村長」を「市

町長」に改める。

別表第２河川課の表４の部２の項事項の欄中「地元市町

村長」を「地元市町長」に改め、同表６の部４の項�同欄
中「市町村」を「市町」に改め、同表７の部１の項�同欄
中「市町村工事関係」を「市町工事関係」に改め、同項�
イ同欄中「市町村」を「市町」に改める。

別表第２水資源対策課の表２の部２の項事項の欄中「市

町村等」を「市町等」に改める。

別表第２港湾海岸課の表４の部３の項事項の欄及び同表

５の部２の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改める。

別表第２砂防課の表１の部２の項�事項の欄及び同表２
の部３の項�同欄中「市町村」を「市町」に改め、同表５
の部１の項�同欄中「市町村長」を「市町長」に改め、同
部２の項�同欄、同項�同欄、同部３の項�同欄及び同項
�同欄中「関係市町村長」を「関係市町長」に改める。
別表第２道路建設課の表２の部２の項事項の欄及び同部

５の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改める。

別表第２道路維持課の表１の部６の項�事項の欄中「市
町村道」を「市町道」に改める。

別表第２都市計画課の表２の部２の項事項の欄中「市町

村長」を「市町長」に改め、同部６の項同欄中「市町村に

」を「市町に」に改め、同部９の項同欄中「市町村長」を

「市町長」に改め、同部１３の項同欄、同部１７の項同欄、同

部３４の項同欄、同部３５の項同欄、同部３８の項同欄、同部３９

の項同欄及び同部４０の項同欄中「関係市町村長」を「関係

市町長」に改め、同表７の部２の項同欄、同部６の項同欄

、同部８の項同欄及び同表９の部１の項同欄中「市町村」

を「市町」に改め、同表１１の部１の項�同欄中「市町村又
は市町村道施行の施行規程及び」を「市町施行の」に、「

決定及び」を「認可及び」に改め、同表１２の部４の項同欄

中「市町村」を「市町」に改め、同表１３の部２の項同欄中

「市町村長」を「市町長」に改め、同表１４の部２の項�同
欄、同項�同欄、同部４の項�同欄、同項�同欄、同部６
の項�同欄、同表１５の部１の項�同欄、同項�同欄、同部
３の項�同欄、同項�同欄、同部４の項�同欄及び同部５
の項�同欄中「市町村長等」を「市町長等」に改め、同部
７の項同欄中「市町村等」を「市町等」に改める。

別表第２建築住宅課の表１の部１の項�事項の欄及び同
表１１の部６の項同欄中「市町村」を「市町」に改め、同表

１６の部６の項同欄中「市町村長」を「市町長」に改める。

（愛媛県地域農業改良普及センター処務規程の一部改正）

第８条 愛媛県地域農業改良普及センター処務規程（昭和５３

年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第２項に見出しとして「（愛媛県農業改良普及所処

務規程の廃止）」を付する。

附則に次の１項を加える。

（経過措置）

３ 平成１７年１月１日から同年３月３１日までの間、八幡浜

中央地域農業改良普及センター大洲普及室においては、

喜多郡内子町本川、中川、上川、立石、南山、寺村、小

田、日野川、大平、吉野川、中田渡、上田渡及び臼杵の

区域について、同普及室の所掌事務を所掌しないものと

し、この事務は、松山中央地域農業改良普及センター久

万普及室において所掌するものとする。

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第９条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。

別表第２総務調整課の表２の部事務の種類の欄、同部１

の項事項の欄、同部２の項同欄及び同部６の項同欄中「市

町村」を「市町」に改め、同表５の部事務の種類の欄中「

市町村分」を「市町分」に、「市町村税」を「市民税」に

改め、同部３の項事項の欄中「市町村」を「市町」に改め

、同表６の部事務の種類の欄中「市町村分」を「市町分」

に改める。

別表第２県民生活課の表２１の部１の項事項の欄中「市町

村交通安全実施計画」を「市町交通安全実施計画」に改め

、同表２２の部２の項同欄中「市町村」を「市町」に改め、

同表２３の部１の項を削り、同部２の項同欄中「製造所等」

を「移送取扱所」に改め、同項を同部１の項とし、同部３

の項を同部２の項とし、同部４の項同欄中「貯蔵所等」を

「移送取扱所」に改め、同項を同部３の項とし、同表２４の

部１の項同欄中「市町村地域防災計画」を「市町地域防災

計画」に改め、同表２５の部１の項同欄中「市町村」を「市

町」に改める。

別表第２地域福祉課の表２の部６の項事項の欄中「市町

村」を「市町」に改め、同表６の部３の項�同欄中「市町
村長」を「市町長」に改め、同表２４の部４の項同欄中「市

町村」を「市町」に改める。

別表第２御荘福祉課の表２の部６の項事項の欄中「市町

村」を「市町」に改め、同表６の部２の項�同欄中「市町
村長」を「市町長」に改める。

別表第２土地改良課の表２の部１３の項事項の欄中「市町

村」を「市町」に改め、同表５の部６の項�同欄中「市町
村長」を「市町長」に改める。

別表第２林業課の表９の部８の項事項の欄中「市町村」

を「市町」に改める。

別表第２水産課の表１１の部２の項事項の欄、同部３の項

同欄及び同表１２の部２の項同欄中「市町村営漁港」を「市

町営漁港」に改め、同表１３の部２の項同欄中「市町村管理

漁港」を「市町管理漁港」に改める。

別表第２管理課の表１４の部２の項事項の欄中「市町村長

」を「市町長」に改める。

別表第４用地管理課の表１９の部２の項事項の欄中「市町

村長」を「市町長」に改める。
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（愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱の一部改正）

第１０条 愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和５６年愛媛

県訓令第３５号）の一部を次のように改正する。

様式第１号中「村」を削る。

様式第２号中「町村」を「町」に改める。

様式第３号（その１）中「町村」を「町」に改め、同様

式（その２）中「地方自治法施行令」の下に「（昭和２２年

政令第１６号）」を加え、「町村」を「町」に改める。

様式第４号中「村」を削る。

様式第５号中「町村」を「町」に改める。

様式第６号から様式第１０号までの規定中「村」を削る。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第１１条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号

）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第２号中「市町村」を「市町」に改め、同

項第１０号中「市町村分」を「市町分」に、「市町村税」を

「市町税」に改め、同項第１１号中「市町村分」を「市町分

」に改め、同項第１６号中「市町村」を「市町」に改める。

第５条第４項第４号中「市町村公営住宅等」を「市町公

営住宅等」に改める。

第１２条第１１項中「市町村の」を「市町の」に改める。

第１３条第２項第８５号及び第４項第３８号の１０中「市町村」

を「市町」に改め、同項第５２号の４及び同条第５項第２８号

の２中「市町村長」を「市町長」に改める。

第１４条第１項第２号並びに第２項第２号及び第１３号中「

市町村」を「市町」に改め、同項第１４号を次のように改め

る。

� 削除

第１４条第２項第１５号中「製造所、貯蔵所及び取扱所」を

「移送取扱所」に改め、同項第１７号中「貯蔵所等」を「移

送取扱所」に改め、同項第３２号及び同条第５項第２７号の２

中「市町村」を「市町」に改める。

第１６条第１項第１２号の３中「市町村長」を「市町長」に

改める。

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第２項に見出しとして「（愛媛県福祉事務所処務規

程等の廃止）」を付する。

附則に次の２項を加える。

（経過措置）

３ 第４条第３項の規定にかかわらず、平成１７年１月１日

から同年３月３１日までの間、八幡浜地方局産業経済部大

洲土地改良課においては、喜多郡内子町本川、中川、上

川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡及び臼杵の区域について、同土地改良課

の所掌事務を所掌しないものとし、この事務は、松山地

方局産業経済部久万土地改良課において所掌するものと

する。

４ 第４条第４項の規定にかかわらず、平成１７年１月１日

から同年３月３１日までの間、八幡浜地方局産業経済部大

洲林業課においては、喜多郡内子町本川、中川、上川、

立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、中田

渡、上田渡及び臼杵の区域について、同林業課の所掌事

務を所掌しないものとし、この事務は、松山地方局産業

経済部久万林業課において所掌するものとする。

（愛媛県地方局県民情報室規程の一部改正）

第１２条 愛媛県地方局県民情報室規程（平成５年愛媛県訓令

第１１号）の一部を次のように改正する。

別表第１松山地方局県民情報室の項所管区域の欄中「、

北条市」及び「、温泉郡」を削る。

（愛媛県地方局農業総合対策推進班規程の一部改正）

第１３条 愛媛県地方局農業総合対策推進班規程（平成６年愛

媛県訓令第１２号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「市町村」を「市町」に改める。

附 則

１ この訓令は、平成１７年１月１６日から施行する。ただし、

第７条中愛媛県庁事務決裁規程別表第２消防防災安全課の

表４の部２の項の改正規定（同項�事項の欄の改正規定を
除く。）、第８条の規定、第９条中愛媛県地方局事務決裁

規程別表第２県民生活課の表２３の部の改正規定、第１１条中

愛媛県地方局処務規程第１４条第２項第１４号、第１５号及び第

１７号の改正規定並びに附則に２項を加える改正規定並びに

第１２条の規定は、同月１日から施行する。

２ この訓令施行の際現にある改正前のそれぞれの訓令の様

式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して

使用することができる。

�������
�愛媛県訓令第１８号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

官報報告規程等の一部を改正する訓令を次のように定める

。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

官報報告規程等の一部を改正する訓令

（官報報告規程の一部改正）

第１条 官報報告規程（昭和３９年愛媛県訓令第４３号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表５の項第５号左欄の欄中「地方労働委員会委

員」を「労働委員会委員」に、「地方労働委員会の」を「

労働委員会の」に改める。

（愛媛県地方労働委員会事務局処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方労働委員会事務局処務規程（昭和４１年愛

媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県労働委員会事務局処務規程

第１条中「愛媛県地方労働委員会事務局」を「愛媛県労

働委員会事務局」に改める。

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号

）の一部を次のように改正する。

別表第２労政雇用課の表１の部１の項事項の欄及び同部

２の項同欄中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改め

る。

附 則

１ この訓令は、平成１７年１月１日から施行する。

２ この訓令施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ
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公 告

、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に

辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を

命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられたものと

する。

地方労働委員会事務局審
査調整課総務係長

労働委員会事務局審査調
整課総務係長

地方労働委員会事務局審
査調整課担当係長

労働委員会事務局審査調
整課担当係長

地方労働委員会事務局審
査調整課

労働委員会事務局審査調
整課

�������
�愛媛県訓令第１９号

保 健 福 祉 部

地 方 局

保 健 所

市町村予防接種費補助規則取扱手続を廃止する訓令を次の

ように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

市町村予防接種費補助規則取扱手続を廃止する訓令

市町村予防接種費補助規則取扱手続（昭和２４年愛媛県訓令

第１３号）は、廃止する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画につ

いて

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律

第７７号）第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存

及び管理に関する愛媛県計画（平成１５年１２月２６日付け公告）

を次のとおり変更した。

平成１６年１２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図る

ため、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８

年法律第７７号。以下「法」という。）第３条第１項に規定

する基本計画において定められた第１種特定海洋生物資源

ごとの本県における漁獲可能量（以下「知事管理量」とい

う。）及び第２種特定海洋生物資源の本県の漁業者に係る

漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」という。）の管

理に関し、次のとおり必要な措置を講じることとする。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努

力量の公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管

理の実効性を担保するための措置を講じるため、本県に

おける第１種特定海洋生物資源の採捕実績（他県からの

入漁者の採捕実績を含む。）及び本県の漁業者に係る第

２種特定海洋生物資源の操業実績の的確な把握に努める

。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を

取り巻く環境等についてのより詳細な科学的データ及び

知見を蓄積するため、水産試験場を中心とし、国又は関

係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を図

る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほ

か、法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協

定制度」という。）の活用等により、漁業者等による自主

的な資源管理を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進

に当たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な

配慮を払うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成１６年及び平成１７年の知事管理量は、次表のとおりで

ある。

第１種特定海洋生物資源
知 事 管 理 量

平成１６年１月
から１２月まで

平成１７年１月
から１２月まで

まあじ ９，０００トン ６，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及びごまさば 若 干 若 干

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成１６年及び平成１７年の知事管理量の採捕の種類別に定

める数量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと

認められる漁業種類については、数量を明示しないことと

した。

第１種特定海

洋生物資源
採捕の種類

数 量

平成１６年１月
から１２月まで

平成１７年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

６，３００トン ４，２００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）

に関し実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可

隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか

、経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な

管理を推進するため、協定制度の普及及び定着を図るこ

ととする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の

報告を義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁につ

いては、その実態の把握に努め、数量管理の在り方につ

いて検討することとする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状

以上に漁獲努力量を増加させることがないように努める

とともに、漁獲数量が前年の漁獲実績程度となるように

努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成１６年及び平成１７年の知事管理努力量は、次表のとお

りである。
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教育委員会規則

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成１６
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成１６
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成１７
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成１７
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成１６
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成１７
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，６６０隻
日

５，８８０隻
日

１６，６６０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関す

る事項

平成１６年及び平成１７年の知事管理努力量の採捕の種類別

及び海域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網
漁業の
うち、
さわら
流し網
漁業及
びさご
し、め
じか流
し網漁
業

さわら瀬戸
内海系群資
源回復計画
に規定する
燧灘及び安
芸灘

平成１６年４月
１日から６月
３０日まで

１６，６６０隻日

平成１７年４月
１日から６月
３０日まで

１６，６６０隻日

さわら瀬戸
内海系群資
源回復計画
に規定する
伊予灘

平成１６年９月
１日から１１月
３０日まで

５，８８０隻日

平成１７年９月
１日から１１月
３０日まで

５，８８０隻日

さわら瀬戸
内海系群資
源回復計画
に規定する
宇和海

平成１６年１０月
１日から１２月
３１日まで

７，４９０隻日

平成１７年１０月
１日から１２月
３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため国が策定し

たさわら瀬戸内海系群資源回復計画の着実な実施を推進

するとともに、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条

第１項の規定に基づく瀬戸内海広域漁業調整委員会の指

示による操業制限等が遵守されるように努めることとす

る。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業につ

いては、許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を

維持するほか、経済的・合理的な漁獲のための漁業者に

よる自主的な管理を推進するため、協定制度の普及及び

定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ご

とにそれぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日

から１１月３０日までの間及び１０月１日から１２月３１日までの

間における操業実績の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するため

には、より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要である

ことから、漁獲情報を的確に把握するとともに、資源に

関する調査研究の充実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚

や産卵親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

�愛媛県教育委員会規則第１４号
松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治市、

大洲市、伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和郡鬼北町の

設置に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則を次のよ

うに定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治

市、大洲市、伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和

郡鬼北町の設置に伴う関係教育委員会規則の整備に関

する規則

（学校教育法施行細則の一部改正）

第１条 学校教育法施行細則（昭和３１年愛媛県教育委員会規

則第２０号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「市町村」を「市町」に改める。

第４条第１項中「、令第２３条又は」を「又は令第２３条若

しくは」に、同項第２号中「市町村」を「市町」に、同項

第３号中「含む」を「含む。」に、同項第４号中「とき」

を「場合に限る。」に、同項第６号中「市町村」を「市町

」に、「記載する外」を「記載するほか」に改める。

第６条中「関係市町村」を「関係市町」に改める。

第２４条第１項中「市町村委員会」を「市町教育委員会」

に、同項第３号中「市町村名」を「市町名」に、「並びに

」を「及び」に、同項第４号中「関係市町村議会」を「関

係市町議会」に、同項第５号中「関係市町村地図」を「関

係市町の地図」に改め、同条第２項中「関係市町村委員会

」を「関係市町教育委員会」に、「関係市町村議会」を「

関係市町議会」に、「議決書写」を「議決書の写し」に改

める。

第２８条及び様式第６号注２中「市町村委員会」を「市町

教育委員会」に改める。

（職員の旅費支給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の旅費支給等に関する規則（昭和３２年愛媛県教

育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第７条第２号中「市町村立学校」を「市町立学校」に改

める。

（愛媛県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則

の一部改正）

第３条 愛媛県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する

規則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県市町立学校職員の勤務成績の評定に関する規

則

第１条中「基く市町村教育委員会」を「基づく市町教育
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委員会」に改める。

第３条第４項、第６条第１項の表及び第２項並びに第７

条中「市町村教育委員会」を「市町教育委員会」に改める

。

（愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県

県立中学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第４条 第１号に掲げる規則の規定中「北条市」を「松山市

（平成１６年１２月３１日現在における北条市の区域に限る。）

」に改め、第２号に掲げる規則の規定中「、北条市」及び

「、温泉郡」を削り、「越智郡菊間町」を「今治市のうち

菊間町」に改め、第３号に掲げる規則の規定中「大洲」を

「小田 に改める。

大洲」

� 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和３８

年愛媛県教育委員会規則第１５号）別表東予地区の項及び

愛媛県県立中学校の通学区域に関する規則（平成１４年愛

媛県教育委員会規則第１４号）別表東予地区の項

� 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則別表中予

地区の項及び愛媛県県立中学校の通学区域に関する規則

別表中予地区の項

� 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則別表南予

地区の項

（愛媛県障害児就学指導委員会設置規則の一部改正）

第５条 愛媛県障害児就学指導委員会設置規則（昭和４９年愛

媛県教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する

。

第２条第２号中「市町村（一部事務組合を含む。）」を

「市町（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１

項の一部事務組合を含む。）の」に改める。

（愛媛県立図書館管理規則の一部改正）

第６条 愛媛県立図書館管理規則（昭和５０年愛媛県教育委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。

別表配本所の表伯方配本所の項位置の欄中「越智郡伯方

町」を「今治市」に改め、同表関前配本所の項同欄中「越

智郡関前村」を「今治市」に改め、同表小田配本所の項同

欄中「上浮穴郡小田町」を「喜多郡内子町」に改め、同表

長浜配本所の項同欄中「喜多郡長浜町」を「大洲市」に改

め、同表広見配本所の項同欄中「広見町」を「鬼北町」に

改め、同表日吉配本所の項同欄中「日吉村」を「鬼北町」

に改める。

（愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部改正）

第７条 愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県

教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

第３条の表教育総務課の項第１１号中「市町村教育委員会

」を「市町教育委員会」に改め、同表義務教育課の項第６

号中「市町村立学校」を「市町立学校」に、同項第１１号中

「市町村立学校施設整備」を「市町立学校の施設整備」に

改め、同表高校教育課の項第１８号中「市町村立高等学校」

を「市町立高等学校」に改め、同表文化振興課の項第６号

中「市町村」を「市町」に改める。

（指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部改正）

第８条 指導力不足等教員の取扱いに関する規則（平成１５年

愛媛県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第１項第１号及び第１２条第１号中「市町村」を「

市町」に改める。

附 則

この規則は、平成１７年１月１６日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第４条中愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則別

表東予地区の項の改正規定、同表中予地区の項の改正規定

（「、北条市」及び「、温泉郡」を削る部分に限る。）及

び同表南予地区の項の改正規定並びに愛媛県県立中学校の

通学区域に関する規則別表東予地区の項の改正規定及び同

表中予地区の項の改正規定（「、北条市」及び「、温泉郡

」を削る部分に限る。）並びに第６条中愛媛県立図書館管

理規則別表配本所の表小田配本所の項、広見配本所の項及

び日吉配本所の項の改正規定 平成１７年１月１日

� 第６条中愛媛県立図書館管理規則別表配本所の表長浜配

本所の項の改正規定 平成１７年１月１１日

�������
�愛媛県教育委員会規則第１５号
愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県教育委

員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第１３条第２項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」

に改める。

附 則

１ この規則は、平成１７年１月１日から施行する。

２ この規則施行の日前にされた破産の宣告に係る連帯保証

人に対する改正前の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則第１３

条第２項の規定の適用については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県教育委員会規則第１６号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する

規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項の表以外の部分中「第１７表」を「第１９表」に

改め、同項の表第１表免許状授与の根拠の欄中「第６条別表

第３」を「別表第３」に、同表教職に関する科目の欄中「第

１３表」を「第１４表」に改め、同項の表第２表免許状授与の根

拠の欄中「第６条別表第３」を「別表第３」に、同表教職に

関する科目の欄中「第１４表」を「第１５表」に改め、同項の表
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第３表免許状授与の根拠の欄中「第６条別表第３」を「別表

第３」に、同表教科に関する科目の欄中「第１２表」を「第１３

表」に、同表教職に関する科目の欄中「第１５表」を「第１６表

」に改め、同項の表第４表免許状授与の根拠の欄中「第６条

別表第３」を「別表第３」に、同表教科に関する科目の欄中

「第１２表」を「第１３表」に、同表教職に関する科目の欄中「

第１６表」を「第１７表」に改め、同項の表第５表教科に関する

科目の欄中「第１２表」を「第１３表」に、同表教職に関する科

目の欄中「第１５表」を「第１６表」に、「第１６表」を「第１７表

」に改め、同項の表第６表教科に関する科目の欄中「第１２表

」を「第１３表」に、同表教職に関する科目の欄中「第１６表」

を「第１７表」に改め、同項の表第７表教科に関する科目の欄

中「第１２表」を「第１３表」に、同表教職に関する科目の欄中

「第１３表」を「第１４表」に、「第１４表」を「第１５表」に、「

第１５表」を「第１６表」に、「第１６表」を「第１７表」に改め、

同項の表第８表免許状授与の根拠の欄中「附則第２９項」を「

附則第３１項」に、同表教科に関する科目の欄中「第１２表」を

「第１３表」に、同表教職に関する科目の欄中「第１６表」を「

第１７表」に、「第１４表」を「第１５表」に、「第１５表」を「第

１６表」に、「第１３表」を「第１４表」に改め、同項の表第９表

免許状授与の根拠の欄中「第６条別表第５」を「別表第５」

に、同表教科に関する科目の欄中「第１２表」を「第１３表」に

、同表教職に関する科目の欄中「第１５表」を「第１６表」に、

「第１６表」を「第１７表」に改め、同項の表第１０表免許状授与

の根拠の欄中「第６条別表第６」を「別表第６」に、同表教

職に関する科目の欄中「第１７表」を「第１８表」に改め、同項

の表第１７表備考１中「及び進路選択」を「並びに進路選択」

に改め、同表備考２及び３中「及び教育」を「並びに教育」

に改め、同表備考４中「及び教育相談（」を「並びに教育相

談（」に改め、同表を同項の表第１８表とし、同項の表第１６表

備考１中「及び進路選択」を「並びに進路選択」に改め、同

表備考２及び３中「及び教育」を「並びに教育」に改め、同

表備考４中「及び進路指導の」を「並びに進路指導の」に改

め、同表を同項の表第１７表とし、同項の表第１５表備考１中「

及び進路選択」を「並びに進路選択」に改め、同表備考２及

び３中「及び教育」を「並びに教育」に改め、同表備考４中

「及び進路指導の」を「並びに進路指導の」に改め、同表を

同項の表第１６表とし、同項の表第１４表備考１中「及び進路選

択」を「並びに進路選択」に改め、同表備考２及び３中「及

び教育」を「並びに教育」に改め、同表備考４中「及び進路

指導の」を「並びに進路指導の」に改め、同表を同項の表第

１５表とし、同項の表第１３表備考１中「及び進路選択」を「並

びに進路選択」に改め、同表備考２及び３中「及び教育」を

「並びに教育」に改め、同表備考４中「及び教育相談」を「

並びに教育相談」に改め、同表を同項の表第１４表とし、同項

の表第１２表を同項の表第１３表とし、同項の表第１１表中「第６

条別表第７」を「別表第７」に改め、同表を同項の表第１２表

とし、同項の表第１０表の次に次の１表を加える。

第１１表

免許
状授
与の
根拠

受けよ
うとす
る免許
状の種
類

在
職
年
数

総
単
位
数

管理栄養士学校指定
規則（昭和４１年文部
省・厚生省令第２号
）別表第１に掲げる
教育内容に係る科目

栄養に係る教育に関
する科目

教職に関する科目

単位
数

最低修得単位の
配分

単位
数

最低修得単位の
配分

単位
数

最低修得単位の
配分

法別
表第
６の
２

栄養教
諭１種
免許状

３４０ ３２
当該教育内容に
係る科目のうち
１以上の科目

２
法施行規則第１０
条の３に定める
ところによる。

６
第１９表による。

４３５ ２８同 上 ２ 同 上 ５ 同 上
５３０ ２４同 上 ２ 同 上 ４ 同 上
６２５ ２０同 上 ２ 同 上 ３ 同 上
７２０ １６同 上 １ 同 上 ３ 同 上
８１５ １２同 上 １ 同 上 ２ 同 上
９１０ ７ 同 上 １ 同 上 ２ 同 上

備
考
栄養教
諭１種
免許状

３８ ２ 同 上 ６ 同 上

第５条第１項の表第１８表の次に次の１表を加える。

第１９表

受けようと
する免許状
の種類

単
位
数

最低修得単位数
教職の意義等
に関する科目

教育の基礎理論
に関する科目

教育課程に
関する科目

生徒指導及び教育
相談に関する科目

栄養教諭１
種免許状

６ １ １ １
５ １ １
４ １ １
３ １
２

備考１ 教職の意義等に関する科目は、教職の意義及び教員の役割、教員の
職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む。）並びに進路選択に資
する各種の機会の提供等の事項を１以上含むものとする。
２ 教育の基礎理論に関する科目は、教育の理念並びに教育に関する歴
史及び思想、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。）並
びに教育に関する社会的、制度的又は経営的事項の事項を１以上含む
ものとする。
３ 教育課程に関する科目は、教育課程の意義及び編成の方法、道徳及
び特別活動に関する内容並びに教育の方法及び技術（情報機器及び教
材の活用を含む。）の事項を１以上含むものとする。
４ 生徒指導及び教育相談に関する科目は、生徒指導の理論及び方法並
びに教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理
論及び方法の事項を１以上含むものとする。

第５条第２項中「第１表」を「前項の表第１表」に、「第

１１表」を「同項の表第１２表」に改め、同条第３項中「第１３表

から第１７表」を「第１項の表第１４表から第１９表」に改め、同

条第４項中「第１５表及び第１６表」を「第１項の表第１６表及び

第１７表」に改める。

第１０条第１号中「普通免許状検定及び授与願」の下に「（

様式第２号）」を、同条第２号中「履歴書」の下に「（様式

第６号）」を、同条第３号中「宣誓書」の下に「（様式第７

号）」を、同条第４号中「不要」の下に「。様式第９号」を

、同条第５号中「実務に関する証明書」の下に「（法施行規

則附則第６項の表備考第４号の規定により、栄養教育実習の

単位を振り替える場合にあつては、同号に規定する旨の証明

を含む。様式第１０号）」を、同条第６号中「人物に関する証

明書」の下に「（様式第１１号）」を加え、同条第８号中「写

」を「写し」に改め、同号を同条第９号とし、同条第７号を

同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加える。

� 基礎資格証明書（栄養教諭の場合に限る。）

様式第８号中「様式第８号」を「様式第８号（第６条関係

） 臨時免許状出願副申書」に、「�」を「�」に改め、同
様式注１中「公立小、中学校」を「市町立小、中学校」に改

め、同様式注に次のように加える。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１３号及び第１４号を次のように改める。
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様式第１３号（第１５条関係） 単位修得証明書交付願

単 位 修 得 証 明 書 交 付 願
年 月 日

愛媛県教育委員会 殿
本籍地 都道

府県
住 所
ふり がな

氏 名 �
生年月日

次により単位修得証明書を交付されるよう、お願いします。

科 目 開設科目 単位 修得期日 備考

教科に関する
科目

小 計

教職に関する
科目

小 計

特殊教育に関
する科目

小 計

養護に関する
科目

小 計

管理栄養士学
校指定規則別
表第１に掲げ
る教育内容に
係る科目 小 計

栄養に係る教
育に関する科
目

小 計

その他の科目

小 計
合 計

手 数 料 ４００円
１ 愛媛県収入証紙をはつてください。
２ 消印は、しないでください。

注１ 記名押印に代えて署名することができる。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第１４号（第１５条関係） 単位修得証明書

単 位 修 得 証 明 書

本籍地 都道
府県

ふり がな

氏 名
生年月日

記号番号
科 目 開設科目 単位 修得期日 備考

教科に関する
科目

小 計

教職に関する
科目

小 計

特殊教育に関
する科目

小 計

養護に関する
科目

小 計

管理栄養士学
校指定規則別
表第１に掲げ
る教育内容に
係る科目 小 計

栄養に係る教
育に関する科
目

小 計

その他の科目

小 計
合 計

上記のとおり証明する。

年 月 日

愛媛県教育委員会 �
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教育委員会告示

教育委員会訓令

人事委員会規則

様式第１７号中「（第１３条関係）」を「（第１３条関係） 免

許教科以外の教科を担任する許可申請書」に、「学校長 氏

名 �」を「学校長 氏名 �」に改め、
「教育職員免許法」の下に「（昭和２４年法律第１４７号）」を

加え、同様式注中「市町村立中学校」を「市町立中学校」に

改め、同様式注を同様式注１とし、同様式注に次のように加

える。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１８号注中「市町村立中学校」を「市町立中学校」に

改め、同様式注を同様式注１とし、同様式注に次のように加

える。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第８

号、様式第１７号及び様式第１８号の改正規定は、平成１７年１

月１６日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県教育職員の免許に

関する規則様式第１３号の規定により提出されている単位修

得証明書交付願は、改正後の愛媛県教育職員の免許に関す

る規則様式第１３号の規定により提出された単位修得証明書

交付願とみなす。

�愛媛県教育委員会告示第１８号
教育事務所の名称、位置及び所管区域（昭和３２年２月愛媛

県教育委員会告示第７号）の一部を次のように改正し、平成

１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

教育事務所の名称、位置及び所管区域の表松山教育事務所

の項所管区域の欄中「温泉郡、」及び「、北条市」を削る。

�������
�愛媛県教育委員会告示第１９号
義務教育諸学校教科用図書採択地区の設定（昭和４７年９月

愛媛県教育委員会告示第８号）の一部を次のように改正し、

平成１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

義務教育諸学校教科用図書採択地区の名称及び区域の表松

山地区の項区域の欄中「、北条市」を削り、同表東温・温泉

・上浮穴地区の項名称の欄中「東温・温泉・上浮穴地区」を

「東温・上浮穴地区」に改め、同項区域の欄中「、温泉郡」

を削る。

�愛媛県教育委員会訓令第２号
教育委員会事務局

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程の一部を改正

する訓令を次のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程の一部を

改正する訓令

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程（昭和３２年２

月愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１条第２項の表総務課の項第６号中「市町村教育委員会

」を「市町教育委員会」に改め、同項第１１号中「市町村」を

「市町」に改める。

附 則

この訓令は、平成１７年１月１６日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１００２
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

第１条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１松山市の項を次のように改める。

松山市 東川町乙４４番地７
中島大浦１６２６番地１
饒１９１番地１

動物愛護センター
松山西警察署中島駐在所
松山西警察署西中島駐在所

１級

別表第１温泉郡の項を削り、同表上浮穴郡の項中
「｜小
｜
｜小

田町大字本川４０２４番地１｜久万警察署参川駐在所｜
｜ ｜

田町大字上田渡８１１番地｜久万警察署田渡駐在所｜
及び

」

「｜小田町大字町村３６４番地１｜久万警察署小田駐在所｜

」を削り、同表伊予郡の項所在地の欄中「広田村総津６９１

番地」を「砥部町総津６９１番地」に改め、同表喜多郡の項

を次のように改める。

喜多郡 内子町本川４０２４番地１

内子町上田渡８１１番地

河辺村大字植松３９６番地

久万警察署参川駐在所

久万警察署田渡駐在所

大洲警察署河辺駐在所

２級

内子町小田３６４番地１

肱川町大字宇和川３４６２番地

肱川町大字山鳥坂３４３番地１

久万警察署小田駐在所

大洲警察署宇和川駐在所

大洲警察署肱川駐在所

１級

別表第１北宇和郡の項を次のように改める。

北宇和

郡

松野町大字目黒３９８番地第２

津島町大字御内３５３番地

津島町大字御内７１７番地

鬼北町大字上大野４０５番地

鬼北警察署目黒駐在所

津島町御槙県有林事務所

宇和島警察署御槙駐在所

北宇和高等学校日吉分校

２級

津島町大字山財字長野乙１４

４番地

津島町大字嵐２３７番地の１

鬼北町大字小松１３９５番地

鬼北町大字下鍵山１２９番地

山財ダム管理事務所

宇和島警察署下灘駐在所

鬼北警察署三島駐在所

鬼北警察署日吉駐在所

１級
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選挙管理委員会告示
別表第２越智郡の項中「｜伯方町大字北浦甲２１７０番地の

２｜伯方警察署北浦駐在所｜」及び「｜上浦町大字井口６６

９１番地１７｜伯方警察署井口駐在所｜」を削り、同表温泉郡

の項所在地の欄を次のように改める。

松山市 中島大浦１６２６番地

別表第２喜多郡の項中
「｜肱川町大字宇和川３４６２番地
｜
｜肱川町大字山鳥坂３４３番地１

｜大洲警察署宇和川駐在所｜
｜ ｜
｜大洲警察署肱川駐在所 ｜

を削り、同表北宇和郡の項
」

を次のように改める。

北宇和

郡

津島町北灘甲２１４７番地３８

鬼北町大字小倉２２０番地

宇和島警察署北灘駐在所

鬼北警察署泉駐在所

第２条 特地勤務手当等に関する規則の一部を次のように改

正する。

別表第１大洲市の項を次のように改める。

大洲市 河辺町植松３９６番地 大洲警察署河辺駐在所 ２級

森山甲１１０４番地の５

柳沢甲７５１番地の１

肱川町宇和川３４６２番地

肱川町山鳥坂３４３番地１

大洲警察署森山駐在所

大洲警察署柳沢駐在所

大洲警察署宇和川駐在所

大洲警察署肱川駐在所

１級

別表第１喜多郡の項中「｜河辺村大字植松３９６番地｜大

洲警察署河辺駐在所｜」及び
「｜肱川町大字宇和川３４６２番
｜
｜肱川町大字山鳥坂３４３番

地 ｜大洲警察署宇和川駐在所｜
｜ ｜

地１｜大洲警察署肱川駐在所 ｜
を削る。

」

第３条 特地勤務手当等に関する規則の一部を次のように改

正する。

別表第１新居浜市の項の次に次のように加える。

今治市 関前岡村甲６９７番地１８

大三島町宗方３５０３番地１

今治警察署関前駐在所

伯方警察署宗方駐在所

１級

別表第１越智郡の項中
「｜大三島町大字宗方３５３番地１
｜
｜関前村大字岡村甲６９７番地１８

｜伯方警察署宗方駐在所｜
｜ ｜
｜今治警察署関前駐在所｜

を削る。
」

別表第２越智郡の項を次のように改める。

今治市 大三島町宮浦６３６７番地

上浦町瀬戸３９６９番地１

台ダム管理事務所

伯方警察署瀬戸崎駐在所

附 則

１ この規則中、第１条の規定は平成１７年１月１日から、第

２条の規定は同月１１日から、第３条の規定は同月１６日から

施行する。

２ 第１条の規定による改正前の特地勤務手当等に関する規

則別表第２に掲げられていた公署のうち、同条の規定によ

る改正後の特地勤務手当等に関する規則（以下「新規則」

という。）別表第１又は別表第２に掲げられないこととな

った公署は、同条の規定の施行の日の前日から引き続き当

該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手

当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規

則第２条の準特地公署とみなす。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９３号
松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治市の

設置に伴う関係規程の整備に関する規程を次のように定める

。

平成１６年１２月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

松山市への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治

市の設置に伴う関係規程の整備に関する規程

（審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程の一

部改正）

第１条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程

（昭和２３年愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のよう

に改正する。

第３条及び第４条中「市町村」を「市町」に改める。

第５条中「当該市町村」を「当該市町」に改める。

（農業委員会委員の選挙における個人演説会開催の申出書

の様式の一部改正）

第２条 農業委員会委員の選挙における個人演説会開催の申

出書の様式（昭和２６年愛媛県選挙管理委員会告示）の一部

を次のように改正する。

様式中「市町村選挙管理委員会委員長氏名宛」を「 市

（町）選挙管理委員会委員長 氏名 あて」に改める。

（愛媛県選挙事務執行規程の一部改正）

第３条 愛媛県選挙事務執行規程（昭和３７年愛媛県選挙管理

委員会告示）の一部を次のように改正する。

第１条中「市町村」を「市町」に、「市町村選挙管理委

員会」を「市町選挙管理委員会」に、「市町村委員会」を

「市町委員会」に改める。

第２条第１項中「市町村委員会」を「市町委員会」に改

める。

第３条第１項中「市町村委員会」を「市町委員会」に、

「当該市町村長」を「当該市町長」に、「市町村長」を「

市町長」に改め、同条第２項中「市町村委員会」を「市町

委員会」に、「当該市町村」を「当該市町」に改める。

第４条第１項、第５条第１項、第６条から第９条まで及

び第１０条第１項中「市町村委員会」を「市町委員会」に改

める。

第１２条中「市町村委員会委員長」を「市町委員会委員長

」に改める。

第１４条第１項及び第３項、第１６条から第１７条の２まで、

第１９条、第２０条、第２１条第２項及び第３項、第２４条、第２８

条、第３１条、第３２条並びに第３３条第１項中「市町村委員会

」を「市町委員会」に改める。

第１号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 あて」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏

名 あて」に、「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に改め、同様式備考１中「市町村委員会」を「市町
委員会」に改める。
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第２号様式（その１）及び同様式（その２）中「何市（

町）（村）選挙管理委員会委員長 氏名 �」を「 市（

町）選挙管理委員会委員長 氏名 �」に改める。
第３号様式及び第４号様式中「何市（町）（村）選挙管

理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員

会委員長 氏名 �」に、「何市（町）（村）選挙管理委
員会」を「 市（町）選挙管理委員会」に改める。

第５号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に、「市町村」を「市町」に改める。
第６号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

殿」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 殿」に改め

る。

第７号様式から第９号様式までの規定中「何市（町）（

村）選挙管理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選

挙管理委員会委員長 氏名 �」に改める。
第１３号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 あて」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏

名 あて」に改める。

第１４号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会書記

何某」を「 市（町）選挙管理委員会書記 」に改め

る。

第１５号様式及び第１６号様式中「何市（町）（村）選挙管

理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員

会委員長 氏名 �」に改める。
第１７号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に改め、同様式注１中「市町村」を「市町」に改め
る。

第１８号様式その１注１中「市町村」を「市町」に改め、

同様式その２中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に改める。
第２０号様式中「市町村名」を「市町名」に改める。

第２１号様式その１中「当該市町村」を「当該市町」に改

め、同様式その２中「市町村」を「市町」に改める。

第２３号様式及び第２４号様式中「何市（町）（村）選挙管

理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員

会 氏名 �」に改める。
第２５号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に、「本市（町）（村）」を「本市（町）」に改め
る。

第２６号様式及び第２７号様式中「何市（町）（村）選挙管

理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員

会委員長 氏名 �」に改める。
第３１号様式中「市町村名」を「市町名」に改める。

第３４号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名」に

、「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏名 �」
を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名 �」に改め
る。

第３５号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 あて」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏

名 あて」に改める。

第３６号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に改める。
第３７号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 あて」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏

名 あて」に改める。

第３８号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に改め、同様式注１中「市（町）（村）長」を「市
（町）長」に改め、同様式注２中「市（町）（村）議会議

員」を「市（町）議会議員」に改める。

第３９号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に、「本市（町）（村）」を「本市（町）」に、「
市町村」を「市町」に改める。

第４０号様式から第４２号様式までの規定中「何市（町）（

村）選挙管理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選

挙管理委員会委員長 氏名 �」に改める。
（愛媛県選挙公営実施規程の一部改正）

第４条 愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年愛媛県選挙管理

委員会告示）の一部を次のように改正する。

第１２条中「市町村」を「市町」に、「市町村委員会」を

「市町委員会」に改める。

第１３条、第１４条、第１６条、第１８条及び第１９条中「市町村

委員会」を「市町委員会」に改める。

第４４条中「市町村」を「市町」に、「市町村委員会」を

「市町委員会」に改める。

第５５条及び第５９条中「市町村委員会」を「市町委員会」

に改める。

第５号様式の３中「何市（町）（村）選挙管理委員会委

員長 氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長

氏名 �」に、「本市（町）（村）」を「本市（町）」に
改める。

第５号様式の４中「何市（町）（村）選挙管理委員会」

を「 市（町）選挙管理委員会」に改める。

第５号様式の５及び第５号様式の６中「何市（町）（村

）選挙管理委員会委員長 氏名 �」を「 市（町）選挙

管理委員会委員長 氏名 �」に改める。
第１２号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 殿」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

殿」に改める。

第１４号様式中「何市（町）（村）選挙管理委員会委員長

氏名 �」を「 市（町）選挙管理委員会委員長 氏名

�」に改める。
第１７号様式から第１９号様式までの規定中「何市（町）（

村）選挙管理委員会」を「市（町）選挙管理委員会」に改

める。

（最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程の一部改正）

第５条 最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程（昭和４４年

愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正する

。
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第３条第１項中「市町村」を「市町」に改める。

（愛媛県選挙管理委員会規程の一部改正）

第６条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年愛媛県選挙管

理委員会告示）の一部を次のように改正する。

別表松山地方書記長の項所管区域の欄中「、北条市」及び

「、温泉郡」を削る。

附 則

この規程は、平成１７年１月１６日から施行する。ただし、第

６条の規定は、平成１７年１月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第７号
愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程を次

のように定める。

平成１６年１２月２８日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業

管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

別表第１愛媛県肱川発電所の項位置の欄中「喜多郡肱川

町」を「大洲市」に改め、愛媛県立北宇和病院の項位置の

欄中「広見町」を「鬼北町」に改める。

（愛媛県県営工業用水道供給規程の一部改正）

第２条 愛媛県県営工業用水道供給規程（昭和４６年愛媛県公

営企業管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。

第２３条第１項の表今治地区工業用水道の項備考の欄中「

今治市」の下に「（朝倉上、朝倉北、朝倉下、朝倉南、古

谷、山口、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮

窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村及

び関前小大下を除く。）」を加える。

（愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程（昭和４６

年愛媛県公営企業管理規程第１５号）の一部を次のように改

正する。

別表第１愛媛県立北宇和病院の項事業所の欄中「広見町

」を「鬼北町」に改める。

附 則

この管理規程は、平成１７年１月１日から施行する。ただし

、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

� 第１条中愛媛県公営企業組織規程別表第１愛媛県肱川発

電所の項の改正規定 平成１７年１月１１日

� 第２条の規定 平成１７年１月１６日

平成１６年１２月２８日 印刷
平成１６年１２月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１３１６
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